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１．はじめに 

１－１．計画策定の趣旨 
平成 23（2011）年３月に策定した「富山市自転車利用環境整備計画」（以下「前計画」とい

う）では、環境に優しい自転車を「人」・「まち」・「自然」をつなぐ都市交通の重要なツールと

して位置付け、将来像を「ＥＣＯ-ＢＩＣＹＣＬＥ-ＣＩＴＹ ＴＯＹＡＭＡ ～人・まち・自然

をつなぐ自転車のまち とやま～」として、「はしる」「とめる」「いかす」「まもる」の４つの基

本方針のもと、自転車施策を推進してきました。 

前計画策定後、平成 24（2012）年 11 月に国土交通省と警察庁が「安全で快適な自転車利

用環境創出ガイドライン」を発出し、自転車ネットワーク計画の作成やその整備、通行ルール

の徹底等を各地域で進めるための方針を示しました。加えて、平成 29（2017）年 5 月に「自

転車活用推進法」が施行され、自転車の活用を総合的・計画的に推進するため、平成 30（2018）

年 6 月に「自転車活用推進計画」が閣議決定されました。また、富山県においても、平成 31

（2019）年３月に「富山県自転車活用推進条例」が施行されるとともに「富山県自転車活用推

進計画」が策定されています。 

人々の健康志向や環境意識の高まりなどを背景に、自転車の利用ニーズは高まっており、メ

ディアに取り上げられる機会やサイクリングイベントなども増え、自転車に対するイメージが

変わってきています。特に、令和 2（2020）年には、新型コロナウイルスの感染拡大防止と社

会経済活動との両立を図るため、国が示す「新しい生活様式」において、密を避けるため、通

勤や通学での自転車利用が推奨されています。 

こうした状況のもと、前計画の計画期間においては、自転車走行空間や自転車駐車場の整備、

自転車市民共同利用システムの構築、小学校等における交通安全教育など、一定の成果がみら

れました。 

一方で、市民からは自転車走行空間の更なる整備や安全対策、駐輪環境の改善などのニーズ

があり、また、前計画の 10 年間で自転車を利用する市民が減少するなど、幅広い自転車利活

用に向けて、なお解決すべき課題を有しています。 

本計画は、本市の特性や自転車利用に関する現状や課題、市民からの意見を踏まえ、前計画

を引き継ぐ次期計画として、基本目標や基本方針を設定し、関係機関や団体と連携し、社会情

勢の変化に対応した自転車施策を総合的に図っていくことを目的としています。 

なお、本計画は、自転車活用推進法に定める自転車活用推進計画として策定するものです。

本計画に基づく施策の推進により、自転車活用による「選ばれるまち」を目指します。 
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１－２．計画の位置付けと役割 
本市の上位計画である「第２次富山市総合計画」「富山市都市マスタープラン」「富山市   

ＳＤＧｓ未来都市計画」「富山市総合交通戦略」「富山市スマートシティ推進基盤構築事業」な

どを踏まえ、コンパクトシティ戦略による持続可能な付加価値創造都市の実現に向けて、戦略

的に取り組む都市交通施策の一つとして位置付けます。 

また、国や県が策定した「自転車活用推進計画」を踏まえ、本市における自転車トータルプ

ランとして、自転車利用環境の整備や自転車利用促進の方向性を示します。 

 

 
【上位・関連計画】 

 

 

 

 

 

※SDGs:持続可能な開発目標（SDGs）とは、国連が示す平成 28（2016）年から令和 12（2030）年までの国際

目標。持続可能な世界を実現するための貧困や飢餓の撲滅、気候変動対策、資源保全など 17 のゴール・

169 のターゲットから構成されている。  

第２次富山市総合計画 
（平成 29（2017）年３月策定） 

富山市都市マスタープラン 
（平成 31（2019）年３月策定） 

富山市観光戦略プラン 
（平成 29（2017）年 3 月策定） 

自転車活用推進法 
（平成 29（2017）年５月施行） 

富山市健康プラン 21 
（平成 25（2013）年 3 月策定） 

富山市 SDGs※未来都市計画 
（平成 30（2018）年 8 月策定） 

自転車活用推進計画 
（平成 30（2018）年 6 月策定） 

富山市総合交通戦略 
（平成 19（2007）年 11 月策定） 

＜国＞ 

富山県自転車活用推進条例 
（平成 31（2019）年 3 月施行） 

富山県自転車活用推進計画 
（平成 31（2019）年３月策定） 

安全で快適な自転車利用環境 
創出ガイドライン 

（平成 24（2012）年 11 月策定、 
 平成 28（2016）年７月改定） 

＜富山市＞ 

富山市自転車利用環境整備計画（令和３（2021）年３月策定） 

＜富山県＞ 

第２次富山市環境未来都市計画
（平成 29（2017）年３月策定） 
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１－３．計画の構成 
本計画では、まず、前計画を踏まえた本市の自転車利用の現状と課題を「はしる」「とめる」

「いかす」「まもる」の４つの柱別に整理します。そして、本計画が示す将来像を実現するにあ

たっては、整理した課題や上位・関連計画を踏まえ、基本方針の柱を掲げ、取組を設定します。 

 

 

【計画の構成】 

  

 

 

  

 

 

第 6 章 計画の実現に向けて 
【将来像の実現に向けた取組】 

 

・富山市の概況及び上位・関連計画の整理 
【４本柱それぞれの現状・課題】 

第 3 章 自転車利用環境の現状と課題 

「はしる」に関する
現状と課題 

「とめる」に関する
現状と課題 

「いかす」に関する
現状と課題 

「まもる」に関する
現状と課題 

はしる 
自転車走行空間整
備に向けた基本的
な方針 

とめる 
駐輪環境整備に向
けた基本的な方針 

いかす 
自転車の利用促進
に向けた基本的な
方針 

まもる 
自転車の交通ルール
遵守・マナー向上に向
けた基本的な方針 

 

 【目指すべき将来像】 
自転車活用による持続可能なまち とやま 

【将来像の実現に向けた基本方針】 

第 4 章 自転車利用環境整備の将来像と基本方針 

 第 5 章 自転車利用環境整備に向けた取組 
【施策の体系的整理】 

「はしる」に関
する施策項目 

「とめる」に関
する施策項目 

 第 1 章 はじめに 
第 2 章 自転車を取り巻く環境 

「まもる」に関
する施策項目 

「いかす」に関
する施策項目 

つづける・たかめる 
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１－４．計画の期間 
本計画は令和３（2021）年度を初年度として、令和 12（2030）年度までの 10 年間を計画

期間とします。 

なお、第 2 次富山市総合計画の終期である令和 8（2026）年度までの 6 年間を前期とし、

次期富山市総合計画の策定状況などを踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

【計画期間】 

 

１－５．計画の区域 
計画の区域は、本市全域とします。 

 
【計画の区域】 

  

富山市 
自転車利用環境整備計画 

（計画期間:10 年） 

富山市 
総合計画 

令和３(2021)～８(2026)年 
(６年間) 

 

前 期 後 期 

第２次 

令和９(2027)～12(2030)年 
（４年間） 

次期計画 
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２．自転車を取り巻く環境 

２－１．なぜ今、自転車なのか 
オランダ、ドイツ、イギリスなどのヨーロッパ諸国では、1970 年代から積極的に自転車施

策に取り組んでおり、自転車を都市交通の一つとして位置付け、自転車が走りやすい道路空間

を整備し、健康や環境、安全などの課題解決に取り組んできました。また、近年は世界的にも

自転車施策に力を入れている国や自治体が増えています。 

国内においても、環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康維持増進、

交通の安全確保、渋滞緩和などの公益増進、交通費削減などに資するものとして、その活用推

進が求められるなど、多種多様な目的を実現するため自転車が利用されています。 

併せて、令和 2（2020）年においては、世界的な新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、同

年 6 月に国が自転車利用の促進も取り入れた「新しい生活様式」を示しており、自転車による

通勤や通学の一層の推進が期待されています。 

 

  
【自転車通勤・通学の促進に関する当面の取組について（国土交通省 令和２（2020）年６月 18 日）】 
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２－２．自転車のメリット 

１）近距離移動に最適 

自転車は５km 程度の短距離の移動において、クルマや鉄道、バスよりも所要時間が短く、

特に都市部において、目的地に短時間で到着することが可能で、経済的に最も優れた交通手段

であると考えられます。また、駅前や繁華街などを除いては、クルマのように駐車場を探す必

要がなく、ドア・ツー・ドアの手軽な移動が可能です。 

 

 

 

 

 

【都市内の交通手段としての自転車の特徴】 

出典:国土交通省 第 32 回総合的交通基盤整備連絡会議「都市交通としての自転車の利用について」 

 

 

 

  

【出典】以下の資料を基に作成。 
・MATT 関東圏時刻表 2002 年 11 月：八峰出版           ・東京都交通局ホームページ（https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/） 
・平成 7 年大都市交通センサス：財団法人運輸経済研究センター    ・平成 11 年道路交通センサス：建設省道路局 
・自転車駐車場整備マニュアル：建設省都市局 監修                  ・自転車歩行者通行空間としての自歩道等のサービス水準に関する分析 
・土木計画学研究・講演集 No.22（2）1999.10 
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２）健康に良い 

厚生労働省の「健康づくりの

ための身体活動基準 2013」（平

成 25（2013）年３月）では、

健康づくりに必要な運動量の基

準として、「息が弾み汗をかく程

度の運動（３メッツ以上）を毎

週 60 分（18～64 歳の基準）行

う」とあり、また、日々の暮ら

しにプラス 10 分でも身体活動

を追加することが重要とされて

います。自転車は、ゆっくりと

したスピードでの移動でも運動

強度が高く、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が利用でき、身近でアクセシビリティの高い

交通手段として、日常の買物や通勤・通学、公共交通へのアクセスにおいて、重要な役割を担

い、気軽に日常生活に取り入れることができます。また、主に下半身の筋力を使う有酸素運動

となることから、ダイエットやメタボリックシンドローム対策にもなり、風を切って走る爽快

感によるストレス解消など、心と体の健康増進にも大きな効果があるものと考えられます。 

平成 29（2017）年に発表された「活動的な通勤と心疾患、がんの発症、死亡率との関連」

を検討したイギリスの研究では、自転車もしくは自転車及び徒歩による通勤では、クルマや公

共交通機関の利用に比べて、がんによる死亡リスクが 40%、心臓疾患による死亡リスクが 52％

も低いことが明らかにされています。 

 
【通勤時に自転車を利用する場合の心臓疾患・がんによる死亡/発症リスク】 

出典:株式会社シマノ 

【出典】Carlos A Celis-Morales,et al. Association between active commuting and incident 
cardiovascular disease, cancer, and mortality: prospective cohort study. BMJ 2017; 357: j1456 

（被験者）イギリス 22 カ所から抽出した 263,540 人 
 

メッツ:運動強度の
単位で、安静時を 1
とした時と比較して
何倍のエネルギーを
消費するかを表す。 3.3

3.5
4.3

5
5
5.3
5.5
5.8

7
8
8
8.3
8.3

10.5

0 5 10

普通の歩き（4.0km/時程度）
階段を下りる

早歩き（5.6km/時程度）
ソフトボールまたは野球

テニス
水泳（平泳ぎ）

バトミントン
自転車（ゆっくり、15km/時程度）

ジョギング
階段を上がる

自転車（20km/時程度）
ランニング（8.0㎞/時）

水泳（クロール）
ランニング（10.8㎞/時）

【運動の種類とメッツ】 
出典:国立健康・栄養研究所「改訂 身体活動のメッツ（METｓ）表」

メッツ:運動強度の
単位で、安静時を１
とした時と比較して
何倍のエネルギーを
消費するかを表す。 

メッツ 
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３）環境に優しい 

平成 30（2018）年度における我が国の二酸化炭素（以下「CO2」という）排出量のうち、

運輸部門の排出量が 18.5％を占めており、自家用乗用車は運輸部門の 46.1％を占めます。 

本市における運輸部門の CO2 排出量をみると、平成 17（2005）年度から平成 26（2014）

年度にかけて大きく増加し、直近では 90 万ｔ-CO2 前後で推移しています。 

 
【我が国の運輸部門における CO2 排出量(平成 30（2018）年度)】 

出典:国土交通省 

 
【富山市の CO2 排出量】 

出典:「富山市環境モデル都市行動計画」のフォローアップ結果より作成 

このような状況のなか、自転車はクルマと異なり燃料消費や電力消費を必要としないことか

ら、CO2 を排出せず、環境にやさしい移動手段であるといえます。 

  

【輸送量あたりの CO2 排出量（旅客）】 
出典:国土交通省資料より作成 

101 145 136 137.8 134.8
84

82 82 81.7 82.3
81

103 95 96.2 92.9
70.9

94.7 90 92.3 87.3340.6

429.5 407 412.7 402.2

0

100

200

300

400

500

平成17年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

産業部門 業務部門 家庭部門 運輸部門 エネルギー部門万t-CO2

0
0

18
54

96
133

0 50 100 150

徒歩
自転車

鉄道
バス
航空

自家乗用車

旅客人キロ当たり排出原単位〔g-CO2/人km〕（平成30年度）
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４）経済性に優れる 

自転車通勤を推進した場合、事業者においては、通勤費や駐車場などの固定費削減につなが

り、従業員一人あたりでは年間約 5.7 万円の削減につながるという事例があります。また、従

業員においては、健康増進により医療費などの節約が期待できます。 

 

【自転車通勤による経費削減効果の例】 

出典:国土交通省「自転車通勤導入に関する手引き」 

 

５）地域経済の活性化 

自転車での買物行動が増えることで、地域内での消費活動の拡大が期待されます。買物行動

に関する調査では、中心市街地への来店を移動手段で比較した場合、自転車での来店者の１週

間あたりの来店回数及び買物金額が、クルマでの来店者に比べて高いという結果も出ています。

このことから、自転車で来店する方を増やすことで、地域の店舗の売り上げが増える可能性が

あります。 

 

【宇都宮市の郊外店と中心市街地点の買物の金額、袋、回数の比較】 

出典:古倉宗治著「成功する自転車まちづくり」平成 22（2010）年 10 月（学芸出版社） 
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６）自転車通勤で生産性向上 

自転車通勤は日々のストレス解消につながり、仕事上の身体的な活動だけでなく、時間管理

力や集中力が高まり、労働生産性がアップするとされています。自転車に乗って気分良く通勤

している従業員は、自転車利用前に比べ、心身ともに健康的で、従業員の健康維持・増進に伴

う生産性の向上が期待されます。 

 

 
【自転車通勤による労働生産性の変化】 

 

 

 

出典:株式会社シマノ資料より作成 

 

  

75

80

85

90

95

実施前 実施後

身体活動

（％）

75

80

85

90

95

実施前 実施後

時間管理
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（調査方法）３か月間の自転車通勤による労働生産性の変化を WLQ-J という手法で調査 
WLQ-J      ：SOMPO リスクマネジメント株式会社による労働生産性測定プログラムのこと 
身体活動     ：業務に必要な動作や作業に対して、健康上の問題が影響を与えている度合い 
時間管理     ：勤務時間や始業時刻などの時間管理に対して、健康上の問題が影響を与えている度合い 
集中力・対人関係 ：集中力とは仕事への集中力に対して、健康上の問題が影響を与えている度合い 

対人関係とはコミュニケーションに対して、健康上の問題が影響を与えている度合い 
仕事の成果    ：予定や期待通りに仕事の結果を出すことに対して、健康上の問題が影響を与えている度合い 
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３．自 転 車 利 用 環 境 の 現 状 と 課 題 

３－１．富山市の概況 

１）位置・地勢・沿革 

本市は、富山県の中央部に位置し、県都として、また、日本海側有数の中核都市として発展

してきました。 

現在の市域は、東西 60km、南北 43km に及び、その面積は 1,241.74km2 となっています。

本市の総面積は、富山県の約３割を占めています。また、海抜 0m（富山湾）から 2,986m（水

晶岳）までの多様な地形を有し、河川の上流・水源地域から下流・平野河口部までが一体とな

った地勢となっており、下流部に位置する都心地域は平坦な地形となっています。 

気候は年間を通じて降水量が多く、平成 27（2015）年から令和元（2019）年までの 5 年間

の平均降水量は約 2,405mm となっており、冬期には積雪が多く、平野部でも 1m 近くの積雪

を観測することもあります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【富山市の位置】 
出典:富山市都市マスタープラン 

※平成 17（2005）年 4 月には、7 市町村（旧富山市、旧大沢野町、旧大山町、旧八尾町、
旧婦中町、旧山田村、旧細入村）が合併し、新しい「富山市」となりました。 
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２）今後の人口予測 

本市の人口は、平成 27（2015）年の国勢調査では 41.9 万人で、平成 22（2010）年の 42.2

万人から減少しています。本市における目指すべき将来の方向と人口の将来展望を示した「富

山市人口ビジョン」では、今後も人口減少の進行を抑制するための様々な施策を積極的に展開

し、社会増の維持と出生率の向上を図ることで、令和 42（2060）年には 34.4 万人になると

推計し、目標人口として設定しています。 

 

【総人口の将来見通し】 

出典:富山市人口ビジョン（令和２（2020）年３月改訂）より作成 

 

なお、「富山市人口ビジョン」の目標達成に向け、令和２（2020）年３月に「第２期富山市

まち・ひと・しごと総合戦略」を策定し、４つの基本目標を掲げ、これらを実現するための施

策に取り組んでいます。 

＜第２期富山市まち・ひと・しごと総合戦略（2020 年 3 月）における基本目標＞ 

【基本目標１】 産業活力の向上により、安定した雇用を創出する 

～地方の中核を担う都市として躍動するまち～ 

【基本目標２】 交流・定住を促進し、富山市への新しい人の流れをつくる 

～選ばれるまち～ 

【基本目標３】 生活環境の一層の充実を図る 

～すべての世代が安心して暮らせるまち～ 

【基本目標４】 持続可能な都市経営・まちづくりを推進する 

～公共交通を軸としたコンパクトなまち～ 
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３）交通手段の現状 

富山県の１世帯あたりの自家用乗用車の保有台数は、1.67 台であり〔一般財団法人 自動車

検査登録情報協会発表（令和２（2020）年３月末現在）〕、全国２位の高い水準となっており、

同じく本市では、1.55 台で全国の市町村で第 27 位となっています。 

本市の通勤・通学時における自転車分担率は減少傾向で、平成 22（2010）年は 9％となっ

ています。一方、自家用車分担率は増加傾向です。全国的に見ると、富山市の自転車分担率は

全国平均の 12％よりも低く、自家用車の分担率が大きくなっています。 

  
【自転車と自家用車の分担率の推移】 

出典:国勢調査 

公共交通の利用者数を見ると、全ての公共交通機関が平成 27（2015）年 3 月の北陸新幹線

の開業後に増加しています。公共交通機関別に平成 26（2014）年度と 30（2018）年度を比

較すると、都市間を結ぶ性格をもつＪＲ（あいの風とやま鉄道を含む。）が最も増加（30％増）

しており、より身近な交通機関である市内電車は 20％増、その他は４～10％程度の増加とな

っています。 

 
【公共交通利用者数の推移】 

出典:富山市統計書  
 

※分担率:自転車、クルマ等の交通手段における移動数が、全交通手段に占める割合 
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【通勤・通学時の代表交通手段の交通分担率】 

出典:平成 22（2010）年国勢調査 
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富山市中心部では、平成 22（2010）年３月から自転車市民共同利用システム「アヴィレ」

が運用されており、現在、23 ヶ所のステーションが設置されています。 

会員登録者数は、平成 22（2010）年度の 968 人から令和元（2019）年度の 20,887 人と

約 22 倍増加しており、特に平成 28（2016）年度以降は毎年 3,000 人以上増加しています。

延べ利用回数も増加傾向にあり、平成 30（2018）年度と令和元（2019）年度は連続して７万

回を超えています。 

 
【アヴィレステーションの位置】 

 
【会員登録者数（累計）と延べ利用回数】 

出典:富山市資料 
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令和元（2019）年度におけるアヴィレのステーション毎の利用回数（貸出+返却の計）は、

「南口駅前広場」が最も多く 20,306 回、次いで「市役所」が 14,471 回、「富山駅南②」が

11,840 回となっています。また、最も貸出超過（貸出＞返却）なステーションは「市役所」

で 1,063 回の超過、最も返却超過（返却＞貸出）なステーションは「富山駅南②」で 1,748 回

の超過となっています。 

 
【ステーション毎の利用回数（令和元（2019）年度）】 

出典:富山市資料 
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【アヴィレ 南口駅前広場ステーション】 

  

【アヴィレ 民俗民芸村ステーション】 
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３－２．富山市が目指す都市づくりの方向性 

１）コンパクトシティ戦略による持続可能な付加価値創造都市の実現 

本市では平成 30（2018）年８月に策定した「富山市 SDGs 未来都市計画」において、目指

す将来像として「コンパクトシティ戦略による持続可能な付加価値創造都市の実現」を掲げ、

３つの価値「経済価値」「社会価値」「環境価値」を示しています。 

自転車の利用は、環境負荷が少なく、健康にも良いため、社会価値や環境価値の実現につな

がり、様々な場面で活用することで経済価値への貢献も期待でき、持続可能な付加価値創造都

市の実現にとって、重要であると考えられます。 

 
【2030 年のあるべき姿（計画書 P7 抜粋）】 

                       出典:富山市 SDGs 未来都市計画  
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２）上位・関連計画 

① 自転車活用推進計画（平成 30（2018）年６月策定） 
○国では、平成 29（2017）年５月に多様な自転車の活用を促進するために「自転車活用推進

法」を施行し、平成 30（2018）年６月には「自転車活用推進計画」を策定しました。 

○下記４つの目標を掲げるとともに、目標ごとの実施すべき施策を定め、総合的かつ計画的な

自転車活用の推進を目指しています。 

   【目標１】自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成 

   【目標２】サイクルスポーツの振興等による活力ある健康⾧寿社会の実現 

   【目標３】サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現 

   【目標４】自転車事故のない安全で安心な社会の実現 

 

 
【自転車活用推進計画の概要】 

出典:国土交通省 
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② 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 
                    （平成 24（2012）年 11 月策定、平成 28（2016）年７月改定） 

○平成 24（2012）年 11 月に国土交通省、警察庁は、自転車通行空間の標準的な整備手法な

どを示した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（以下「国のガイドライン」と

いう。）を策定しました。自転車の車道通行を前提とし、クルマの交通量と速度に応じて、自

転車通行空間の整備形態を「自転車道」「自転車専用通行帯」「車道混在」の３種類に区分し

ました。なお、上記形態による整備が当面困難な路線については、自転車と歩行者の交通量

を勘案し、当面の整備形態として自転車歩行者道「自転車が通行可能とされる歩道」の活用

を検討することができました。 

○平成 28（2016）年７月のガイドライン改定では、自転車の車道通行が大原則であること、

また、歩行者の安全確保の観点から、自転車歩行者道の活用は整備形態の選択肢から除外さ

れています。 

 
【クルマの速度と交通量による整備形態の選定】 

 
【整備形態のイメージ】 

出典:(上の２図)安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 
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③ 富山県自転車活用推進計画（平成 31（2019）年３月策定） 

○富山県は、平成 31（2019）年３月に「富山県自転車活用推進条例」を施行し、自転車活用

推進法及び同条例に基づき、地方版の自転車活用推進計画として、「富山県自転車活用推進計

画」を策定しました。 

○富山県自転車活用推進条例では、自転車による交通の役割拡大、健康増進、観光地域づくり、

安全安心な利用環境を基本理念として、積極的な自転車の活用を推進するとして県・県民・

事業者の責務を示すとともに、自転車の安全利用に関しては、自転車損害賠償責任保険等へ

の加入を努力義務化しています。 

○富山県自転車活用推進計画では、国の自転車活用推進計画における４つの基本目標に対応し、

下記４つの基本目標を設定しています。 

   【目標１】自転車にやさしい都市環境の形成 

   【目標２】自転車を活かした健康づくりの推進 

   【目標３】サイクルツーリズムの推進 

   【目標４】安全で安心な自転車社会の実現 

 

 
【富山県自転車活用推進計画の概要】 

出典:富山県 
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④ 第２次富山市総合計画前期基本計画（平成 29（2017）年３月策定） 
○「第２次富山市総合計画前期基本計画」では、「防犯・交通安全対策の充実」をまちづくりの

主要課題を解決するための施策に位置付け、「自転車利用者の利便性と安全の確保」「安心し

て通行できる快適な歩行空間の確保」を推進する（に取り組む）こととしています。また、

市民に期待する役割として「日常生活における積極的な自転車利用」を促しています。 
 

⑤ 富山市都市マスタープラン（平成 31（2019）年３月策定） 
○「富山市都市マスタープラン」では、富山中央地域の「交通体系の整備方針」として、「必要に

応じて、歩行者・自転車・自動車が分離された走行空間を確保します」と位置付けています。 
 

⑥ 富山市中心市街地活性化基本計画 
            （平成 29（2017）年４月策定、令和元（2019）年９月追加・修正） 

○「富山市中心市街地活性化基本計画」では、公共交通・都市空間に関する事業として「自転

車利用環境整備事業」「市民意識啓発事業」「自転車市民共同利用システム」「公共交通サイク

ルポーター事業（サイクルトレインの実施）」を位置付けています。 
 

⑦ 富山市総合交通戦略（平成 19（2007）年 11 月策定、平成 27（2015）年３月追加・修正） 
○「富山市総合交通戦略」では、今後必要となる施策として、「歩行者・自転車交通環境整備」

を掲げ、「公共交通とのネットワーク化・ユニバーサルデザインの歩道空間の形成」を位置付

けており、方向性として「①歩行者・自転車の分離、歩車共存（クルマの速度や通行量の抑

制等による人優先の道路空間）」「②歩道のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化」を挙

げています。 
 

⑧ 富山市地域公共交通網形成計画（平成 28（2016）年９月策定、令和元（2019）年６月追加・修正） 
○「富山市地域公共交通網形成計画」では、「幹線バス活性化計画」において、「サイクル＆バ

スライドのための自転車駐輪場の候補地選定、整備検討」を位置付けています。また、「交通

によるおもてなし環境の創出」において、「公共交通、シェアリング（自転車、クルマ）を活

用した周遊」を位置付けています。 
 

⑨ 第２期富山市環境基本計画（平成 29（2017）年３月策定） 
○「第２期富山市環境基本計画（コンパクトシティ戦略による富山型都市経営の構築）」では、

施策方針の「環境負荷の少ない交通体系の構築」において、「自転車利用の促進」を位置付け

ています。また、市民の取組として、「日常生活における、積極的な自転車利用」を位置付け

ています。 
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⑩ 第２次富山市環境未来都市計画（平成 29（2017）年３月策定） 
○「第２次富山市環境未来都市計画」では、基本目標の「低炭素・省エネルギー」において、

「クルマから公共交通、徒歩・自転車への転換促進による運輸部門での CO2 削減」を目標と

して挙げています。 
 

⑪ 富山市健康プラン 21（第２次）（平成 25（2013）年３月策定） 
○「富山市健康プラン 21（第２次）」では、基本理念で「すべての市民が健やかで心豊かに生

活できる活力のあるまち」の実現を目指しており、基本目標を「健康寿命の延伸」「健康格差

の縮小」と示しています。 
 

⑫ 富山市歩くライフスタイル戦略（平成 31（2019）年３月策定） 
○「富山市歩くライフスタイル戦略」では、施策体系の「コンパクトなまちづくりと連動した

歩く快適性の向上」において、「歩行者と自転車の分離」を示しています。 
 

⑬ 富山市観光戦略プラン（平成 29（2017）年３月策定） 
○「富山市観光戦略プラン」では、基本目標の「広域観光に向けた二次交通の確保と利便性向

上」において、継続事業として「二次交通利用促進事業」「自転車市民共同利用システム（バ

イクシェアリング事業）」を位置付けています。 
 

⑭ 第 10 次富山市交通安全計画（計画期間:平成 28（2016）年～） 
○「第 10 次富山市交通安全計画」では、主な事業として、生活道路や幹線道路における交通

安全対策や自転車の利用促進、自転車駐車場の整備、自転車等の駐車対策の推進、自転車交

通安全教室などを位置付けています。 
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３－３．４つの基本方針ごとの現状と課題 

１）「はしる」の現状と課題 

①前計画における自転車ネットワーク路線がおおむね完成 

前計画で定めた自転車ネットワーク路線 29.3km※のうち、８割以上となる 24.7km が国・

県・市により整備済みです（令和２（2020）年９月末現在）。なお、富山駅北地区等の整備

は路面電車の南北接続後とし、次期計画に引き継ぐこととしました。 

自転車走行空間の整備形態は、歩道上での視覚的分離（自転車マークの設置など）を基本

としています。一部区間では車道上に自転車走行空間を整備しており、車道混在によるナビ

ラインや自転車通行帯を設置しています。 
 

 
【前計画の自転車ネットワーク路線と整備状況】 

 
【市道県庁線】 

 
【市道総曲輪線】 

 
【市道富山駅根塚線】 

 
【主要地方道富山港線】 

  

歩道上の視覚的分離 

歩道上の視覚的分離 

車道混在 

自転車通行帯 

※自転車ネットワーク路線:安全で快適な自転車走行空間を効果的・効率的に整備することを目的に、面的な自
転車ネットワークを構成できるよう選定した路線。前計画の計画延⾧は、路線の上り下りの合計で 29.3km。 

取組が進んだ分野    改善が必要な分野 

評価の見方 
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②自転車事故は大幅減少だが、自転車利用への安全性に対する実感が低い 

本市の自転車関連事故は、10 年前に比べて約４割に減少しています（県警察資料）。 

しかし、市民・高校生を対象とした意識調査では、「自転車で走りにくい」と感じる割合が

増えています。また、調査の自由記述では、自転車走行空間について（道路の狭さやクルマ

の交通量の多さ・スピードへの不満・不安等）の意見が多く、引き続き、安全な自転車走行

空間の確保が必要です。 

 

 
【走りやすさの変化】 

出典:自転車利用実態調査 

■自転車利用実態調査 
本市における自転車利用実態を把握するため、令和２（2020）年１月に次の３つの調査を実施し

ました。自転車通行意識調査は、平成 22（2010）年にも実施しており、10 年間での変化を確認し

ています。 
調査対象 各調査の目的と実施状況（令和元年度調査） 

分
類 選定対象 

自転車通行意識調査 自転車通行経路調査 自転車通勤形態調査 

＜調査目的＞ 
自転車利用実態の現状
や 10年前との変化を比
較 

＜調査目的＞ 
自転車通行経路から自
転車ネットワーク路線
の抽出等を検討 

＜調査目的＞ 
自転車通勤の実態や企
業の意識を把握 

市
民 

満 18 歳以上の市民 5,000 名  
（住民基本台帳から無作為抽出） 

【実施】 
1,725 部/5,000 部

（回収率 34.5％） 

【実施】※１ 
252 部/806 部 ※２ 
（回収率 31.3％） 

－ 

高
校
生 

富山中部高校、富山高校、富
山商業高校※４、龍谷富山高
校の２年生 

【実施】 
1,047 部 
（４校計） 

【実施】 
414 部 ※３ 

（４校計） 
－ 

企
業 

富山市にある事業所 127 社 
（従業員 100 人以上） － － 

【実施】 
75 部/127 部 

（回収率:59.1％） 
※１:中心市街地活性化地域や五福地域周辺の居住者のみ           ※３:※１の範囲内を自転車で通行する生徒のみ回答 
※２:※１の範囲に居住し、自転車を利用すると回答した方の配布・回収状況  ※４:平成 22（2010）年度調査では未実施 

とても走りやすい まあ走りやすい 普通

【
市

民
】

【
高
校
生
】

19%

13%

39%

40%

27%

29%

12%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H22

(N=1752)

R1

(N=1247)

やや走りにくい 非常に走りにくい

令和元年
（N=1247）

平成22年
（N=1752）

7%

4%

34%

23%

45%

51%

11%

18%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H22

（N=529）

R1

（N=966）
令和元年

（N=966）

平成22年
（N=529）

1％

2％
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③歩道通行が常態化している 

歩道のある道路を自転車で通行する場合、市民・高校生ともに約６割の方が「歩道上を走

行する」と回答し、歩道通行の割合が高くなっています。 

一方、国のガイドラインが策定、改正され、全国的に車道通行を基本とした自転車ネット

ワーク路線の整備を推進することとなり、本市においてもこれまでの整備や通行実態を考慮

しつつ、自転車走行空間の整備形態の検討が必要です。 

 
【自転車での通行位置の変化】 

出典:自転車利用実態調査 
 

④自転車走行空間整備や安全対策に関する要望が多い 

市民・高校生ともに、「まちなかや通学路の自転車走行空間の整備や安全対策の実施」が最

も高く、「駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備」「路上駐車の取締り強化による車道を通行する

自転車の安全確保」が上位になっており、市民の自転車走行空間の整備や安全対策に寄せる

期待への対応が必要です。また、市民調査では、「学校における交通安全教育の推進」「生活

道路におけるクルマの通過交通抑制や無電柱化の推進」も上位になっています。 

 
【重点的に取り組むべき自転車施策】 

出典:自転車利用実態調査 

16%

23%

4%

5%

29%

19%

28%

31%

8%

8%

16%

14%

0%20%40%60%80%100%

15%

17%
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4%

33%

17%

27%

36%

4%

4%

17%

22%

0%20%40%60%80%100%

（

（

【
市

民
】

【
高
校
生
】

令和元年
（N=1020）

平成22年
（N=794）

①②③④
令和元年

（N=917）

平成22年
（N=467）

①②③④

9%

9%

22%

24%

25%

27%

29%
54%

自転車を活用した健康づくりの推進

自転車通勤の促進

自転車の安全利用の促進

路上駐車の取締り強化による車道を通行する自転車の安全確保

生活道路におけるクルマの通過交通抑制や無電柱化の推進

駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備

学校における交通安全教育の推進

まちなかや通学路の自転車走行空間の整備や安全対策の実施

(N=1506)

11%

12%

15%

16%

18%

29%

31%
61%

安全性の高い自転車の普及促進

アヴィレの普及促進

自転車の安全利用の促進

生活道路におけるクルマの通過交通抑制や無電柱化の推進

駐輪場の空き状況を確認できるシステムの開発や自転車のIoT化の促進

路上駐車の取締り強化による車道を通行する自転車の安全確保

駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備

まちなかや通学路の自転車走行空間の整備や安全対策の実施

(N=986)

0% 20% 40% 60%

0% 20% 40% 60%

【
市

民
】

【
高
校
生
】

80%

80%

※上位を抜粋

車道の端（左側通行）
車道の端（右側通行）
歩道（通行位置は意識していない）
歩道の車道寄り
歩道の民地寄り
その時々で走りやすいところ
その他

①

②

③

④
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２）「とめる」の現状と課題 

①鉄道駅やバス停周辺において駐輪場を整備 

駐輪環境整備として、鉄軌道や路線バスとの連携等を意識した駐輪環境づくりに取り組み

ました。 
 

既存駐輪場における利便性の向上 

 

◇富山駅周辺の駐輪環境の改善 
・富山駅南第 1 自転車駐車場においてエレベーターの設置、自

転車ラックの更新、照明器具の改修を行い、利便性の向上を
図った。 

・CiC 前広場において放置自転車防止キャンペーンを実施し、
景観及び交通環境の向上を図った。 

新たな駐輪場の整備 

 

◇富山駅周辺駐輪場の移設や暫定駐輪場の整備 
・富山駅周辺の区画整理事業により、富山駅西口広場にあった富山駅南第 2 自転車駐車場を新幹線高架

下へ移設。（平成 28（2016）年移設、収容台数:360 台） また、放置禁止区域内の違法駐輪対策と
して、東暫定自転車駐車場を整備。（平成 24（2012）年供用、収容台数:130 台）  

【富山駅南第１ 
自転車駐車場】 

【富山駅南第２ 
自転車駐車場】 

【東富山駅 第３ 
自転車駐車場】 

【東暫定自転車駐車場】 
     

◇商業施設や公共施設等の周辺における駐輪環境の改善 
・サイクル＆バスライド駐輪場の活用（９箇所、63 台） 

・その他のバス停自転車駐車場（田村町バス停 14
台、大沢野小学校前バス停 18 台、大久保小学校
前バス停 14 台、上二杉バス停 44 台、旧笹津線
田村町駅 27 台、北陸電気工業前バス停 12 台） 

駐輪環境の充実に向けた仕組みづくり 

 

◇駐輪場の附置義務化 
・平成 28（2016）年 3 月に「富山市自転車駐車場の附置等に関する条例」を制定し、商業施設におけ

る駐輪場の附置台数を規定。（※商業地域における床面積 1,000 ㎡以上の大規模建築物が対象） 

  

【駐輪場の専用案内サイン】 【サイクル＆バスライド駐輪場（赤田）】 

【富山駅南第１自転車駐車場エレベーター】 
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②自転車放置禁止区域における放置自転車台数が大幅減少 

本市では、富山駅周辺を「富山市自転車の放置の防止に関する条例」（平成 17（2005）年

４月施行）により、自転車放置禁止区域に指定しています。自転車放置禁止区域における１

日あたりの放置自転車台数は大幅に減少しており、富山駅周辺の駐輪場整備や定期的な放置

自転車の撤去などによる効果が出ていると考えられます。 

 
【自転車放置禁止区域（富山駅周辺）における１日あたりの放置自転車台数】 

出典:富山市資料 
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H24（2012）.10 に
富山駅東暫定自転
車駐車場（130 台）
を整備 

富山駅南第１自転車駐車場で
のエレベーター設置、自転車ラ
ック更新など 

H28（2016）.10 に富山駅
南第２自転車駐車場を新幹
線高架下へ移設（360 台） 

自転車放置禁止区域は、旧富山市に
おいて制定、施行されており、富山駅
南地区は平成元年、富山駅北地区は
平成９年に指定。 
 
 
 
【富山駅周辺の 

自転車放置禁止区域の指定状況】 
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③駐輪場の⾧期放置自転車対策や収容台数の増加に対する要望が多い 

富山駅周辺駐輪場の月別利用率は、「富山駅東暫定自転車駐車場（駅東暫定）」が２月以外

で 100％を超えており、収容台数を大きく上回っています。一方、他の駐輪場は、概ね 100％

を下回る利用率となっており、駐輪場の利用に偏りがみられます。 

なお、利用実態調査では、対策が必要な駐輪場として、市民・高校生ともに、「富山駅周辺」

が挙がっています。併せて、駐輪環境を良くするために必要な施策として、市民では「⾧期

の放置自転車を減らす」、高校生では「駐輪可能な台数を増やす」との回答が多くなってお

り、駐輪環境の改善に向けて継続的な対応が必要です。 

 
【富山駅周辺駐輪場の月別利用率】 

出典:富山市資料 

【富山駅東暫定自転車駐車場】  

※富山地方鉄道電鉄富山駅周辺高架後は、道路として整備されることになっている。 
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３）「いかす」の現状と課題 

①サイクリングイベントの開催や自転車競技を振興 

自転車利用促進に向け、市民や来街者が気軽に乗れる自転車利用環境づくりに取り組んで

います。 

自転車の利用促進に向けた情報発信の充実 

 

◇自転車市民共同利用システム「アヴィレ」の運営 
・市内で自転車 255 台、サイクルステーション 23 箇所を配置（平成 30（2018）年 3 月末） 

◇大学生等へのアヴィレ利用料補助 
・富山市内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校（４年生以上）、専修学校の新入生のうち、市外

から転入した者を対象とし、アヴィレの定期パス基本料を補助 

◇アヴィレ 1 日パスの半額助成 
・観光客等にアヴィレ１日パスを半額助成（令和元年度で助成を廃止） 

◇レンタサイクルの運営 
・（一財）岩瀬カナル会館において、岩瀬の観光や周遊用に、 

主に観光客へ自転車を貸出 

◇サイクルトレインの普及 
・富山地方鉄道において、土日祝日に限定したサイクル電車を実施（公共交通サイクルポーター事業） 

◇サイクリングマップの作成 
・県において富山湾や田園地域の美しい景観を楽しむことがで

きる「富山湾岸サイクリングコース」や「田園サイクリング
コース」等を設定し、ブルーライン（ナビゲーターライン）
等のルート案内標示を整備。マップを併せて作成 

自転車を楽しむためのモデルコースなどのルート案内と紹介 

 
◇モデルコースのルート案内と紹介 
・県において富山湾や田園地域の美しい景観を楽しむことができる「富山湾岸サイクリングコース」

や「田園サイクリングコース」等を設定し、ルート案内標示を整備。マップを併せて作成 ＜再掲＞ 
自転車利用促進に向けた仕組みづくり 

 

◇クルマから自転車への利用転換方策の推進に向けた体制づくり 
・サイクル＆バスライド駐輪場の活用（９箇所、63 台） ＜「とめる」より再掲＞ 
・既存のバス停駐輪場の活用（国道 41 号沿道） 
◇撤去自転車のリサイクル 
・放置自転車として撤去したリサイクル可能な自転車を、富山県自転車軽自動車商業協同組合（富山

支部）へ譲渡 
  

【レンタサイクル】 

【とやまサイクリングマップ】 
出典:富山県 
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その他の取組 

 

◇サイクルスポーツを楽しむことができる施設の整備・管理 
・富山市ストリートスポーツパーク（婦中地域） 
・富山市久婦須川ダム周辺広場マウンテンバイクコース（八尾地域） 

◇タンデム自転車貸出事業 
・気軽に公道でサイクリングを楽しんでもらうため市内 3 か所（岩瀬カナル会館、富山市総合体育館、

富山市民プラザ）でタンデム自転車の無料貸出 
（公道におけるタンデム自転車は、県道路交通法施行細則の一部改正により平成 28 年に実現） 

◇河川敷レンタルサイクル事業 
・都心地域で車を気にせずに自転車の走行を楽しめる場所として、河川敷で自転車（大人用、子ども

用、幼児用ペダルなし、タンデム）を貸出。（平成 23（2011）年度～29（2017）年度、平成 30
（2018）年度以降は、公園やスポーツ施設において実施） 

◇富山サイクルスポーツクラブによる活動 
・自転車競技の推進と発展を目的とし、富山競輪場のバンクの走行体験等を支援。 

◇グランフォンド富山の開催 
・実行委員会をはじめ、各関係機関・団体協力のもと開催の「グランフ

ォンド富山」は、富山県内を巡るサイクリングイベントで、ロング
コースでは富山湾から五箇山までを駆け抜ける。大会の趣旨には、
「健康・生きがい・友情」づくりの促進、自転車を活用した地域活
性化に寄与が掲げられている。 

◇パンプトラックの設置 
・富山競輪場内にダウンサイジングした BMX コースを設置。BMX だ

けでなく、MTB、スケートボード、インラインスケート、キッズバ
イク等乗り物を選ばず遊ぶことが可能 

◇県内サイクルレースへの協力 
・「グランフォンド富山」「富山湾岸サイクリング」等における、県内サイクルイベントでのスタート・

ゴール会場・救護地点として富山競輪場及び場内バンクを活用 

◇おやこ補助輪卒業教室 
・4 歳以上の子どもを対象とし、補助輪外しの教室を開催。保護者には

補助輪外しのコツを説明し、親子で自転車の楽しさ知る機会を創出 

◇公営競技としての富山競輪の開催 
  

【久婦須川ダム周辺広場マウンテンバイクコース】 

【グランフォンド富山 2019】 

【おやこ補助輪卒業教室】 

【持ち運び可能なパンプトラック】 
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②自転車を利用する市民が減少 

自転車を利用する頻度を 10 年前と比較すると、特に 10～20 代、75 歳以上において利用

頻度が低下した市民が多く、世代に応じた利用促進の取組が必要です。 

自転車の利用頻度が減った理由としては、「クルマを運転するようになったため」が多くな

っています。なお、10～20 代の主な理由には、進学・就職による生活環境の変化、75 歳代

以上の主な理由には、高齢のためや体力の低下が挙げられています。 
 

  
【10 年前と比較した自転車の利用頻度（年代別）】 

 

【利用が減った理由】 
出典:自転車利用実態調査 

 

③アヴィレの利用が増加傾向にあるものの、市民の認知度が低い 

自転車市民共同利用システム「アヴィレ」の利用状況は、「３－１．富山市の概況の３）交

通手段の現状（Ｐ15）」で整理したように、会員登録者数、延べ利用回数は増加傾向にあり、

平成 30（2018）年度の延べ利用回数は過去最高を記録しています。しかし、自転車利用実

態調査によると、市民による利用は１％に留まり、市民利用が低調であることから、継続的

な周知と利用の促進が必要です。 

  

7%

11%

8%

11%

24%

11%

43%

34%

33%

34%

58%

37%

22%

26%

33%

34%

10%

28%

29%

30%

26%

21%

8%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

75歳以上

(N=257)

65～74歳

(N=379)

50～64歳

(N=434)

30～40代

(N=399)

10～20代

(N=131)

総計

(N=1600)

増えた 減った 変わらない 10年前は利用していない

年
代
別

全
体

30%

9%

10%

18%

52%

0% 20% 40% 60%

その他

引っ越しなどにより居

住地が変わったため

公共交通を利用するよ

うになったため

進学・就職等で生活環

境が変化したため

クルマを運転するよう

になったため

(N=572)



 

32 

 

④自転車通勤の推進を検討する企業が少ない 

自転車通勤を認める企業は、調査対象企業の約９割で、自転車通勤手当制度を約半数が有

しています。しかし、今後、自転車通勤を推奨していく意向がある企業は僅かであり、自転

車通勤の普及に向けた取組が必要です。 

 

   
       【自転車通勤の是認】            【自転車通勤手当の有無】 

 

 

【自転車通勤の推進の意向】 

出典:自転車利用実態調査 
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４）「まもる」の現状と課題 

①自転車交通安全教室や市ホームページ、広報などで 
自転車ルール・マナーを周知啓発 
自転車利用に関するルール遵守・マナー向上に向け、市民と行政の協働により交通安全意

識づくりに取り組んでいます。 

 

自転車利用に関するルール・マナーの意識啓発 

 

◇自転車利用に関するルール・マナーの意識啓発 
・本市のホームページや広報誌等の広報媒体により、自転車利用のルール・マナーを啓発。また、自転

車の定期的な点検・整備、自転車損害賠償責任保険加入への必要性を周知 

◇自転車交通安全教室修了証交付事業 
・各小学校において、原則３・４学年の児童を対象に、

地域住民、PTA、地元の警察や交通安全協会と連携
し、実車指導・座学を行い、修了証を交付すること
を通じ、幼少期からの自転車ルールの遵守、マナー
の向上につなげている。 

 
 

◇歩行者やドライバーへの意識啓発活動 
・富山市交通指導員連絡協議会において、自転車利用者に対し、「6・2・2 作戦（自転車利用者の無灯

火・二人乗り・整備不良への指摘を行うとともに、交通マナーに合わせ、警告カードを配布するも
の）」を実施し、交通安全意識の高揚を図っている。 

◇自転車マナー向上事業 
・満 14 歳に達し、危険行為に起因する自転車運転者講習の受講義務が生じる中学２年生に対し、自転

車利用の危険行為を記載したクリアファイルを配布し、中学校における交通安全教育に活用 
◇とやまサイクルセーフティフェスタ 
・日本写真判定（株）・富山県サイクリング協会・ＮＰ

Ｏ法人富山サイクル交流倶楽部による「とやまサイ
クルセーフティフェスタ」は、自転車の安全な活用
とクルマとの共存を目的として、サイクリストやお
子さんに自転車を安全に走行するためのテクニッ
クやマナーを学んでもらうイベントとして開催 

 
 

  

【自転車交通安全教室（座学）の様子】 

【とやまサイクルセーフティフェスタ】 
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自転車利用に関するルール・マナーの意識啓発 

 

◇自転車の安全点検の実施状況 
・富山交通安全協会奥田北支部において、自転車利用者の自転車を無料

で点検・整備し、リフレクター等の反射材を添付し、地区住民に対す
る交通事故防止活動を実施。 

 

◇安全教育の推進 
・富山市学校教育指導方針に基づき、各中学校におい

て、スケアードストレート※や点検指導等自転車を
含む交通安全教育を実施。 

 
 

駐輪マナーの周知・ＰＲ 

 

◇駐輪マナーの周知 
・広報誌及びＨＰで駐輪場の適正利用を呼び掛けるとともに、大学・高校等への指導依頼を行うこと

で、駐輪場以外の場所での放置、⾧期間にわたる駐輪及び乱雑な駐輪に対する注意喚起を実施。 

ルール・マナーの意識啓発に向けた仕組みづくり 

 

◇富山市交通安全対策協議会との連携 
・富山市交通安全対策協議会において、警察等関係の行政機関、関係団体と交通安全教育の推進や自

転車利用者に対する自転車安全利用に係る指導・啓発活動について、情報共有及び連携・協力 
（構成団体） 
 交通安全協会、市内警察署、安全運転管理者協議会、自治振興連絡協議会、交通指導員連絡協議会、

交通安全母の会連絡協議会、地域交通安全活動推進委員協議会、老人クラブ連合会、小学校⾧会、中
学校⾧会、幼稚園⾧会、認定こども園協議会、私立幼稚園・認定こども園協会、ＰＴＡ連絡協議会、
富山市 

 

 

 

 

 

 

  ※スケアードストレート:スタントマンによる交通事故の実演で、交通事故の衝撃や恐怖を実感してもらい、 
自転車の安全利用の意識を高め、自転車事故防止につなげるもの。 

【新庄中学校におけるスケアードストレートの様子】 

【自転車無料点検・整備の様子】 
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②自転車の車道左側通行への認知度は向上したが、更なる交通ルールの理解が必要  

歩道と車道の区分のある道路における自転車の通行方法について、市民・高校生ともに、

原則の通行位置（車道の端〔左側通行〕）への認知度が向上しています。 

 
【自転車通行時の原則の通行位置の認知度】 

 

しかし、県公安委員会による「普通自転車歩道通行可」の指定がある歩道では、道路標識

「自転車及び歩行者専用」が設置されており、例外的に歩道の通行が可能となっています。

その例外的な措置に関する認識は、市民、高校生ともに高くなっています。自転車の車道通

行の認知度が高まる中、原則車道通行であることの周知が必要です。 

 
【道路標識「普通自転車歩道通行可」がある場合における、自転車通行時の原則の通行位置の認知度】 

出典:自転車利用実態調査 
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【
市

民
】

【
高
校
生
】

①

②

③

④

令和元年
平成22年

令和元年
平成22年

令和元年
平成22年

令和元年
平成22年

令和元年
平成22年

①

②

③

④

令和元年
平成22年

令和元年
平成22年

令和元年
平成22年

令和元年
平成22年

令和元年
平成22年

道路標識「自転車及 
び歩行者専用」があ 
る場合、例外的に歩 
道を走行することができます。
（普通自転車歩道通行可） 
ただし、原則の走行位置は車道
の左側端で、また、歩道を走行す
る際は、歩道の中央から車道寄
りの部分を徐行しながら、歩行
者を優先して走行する必要があ
ります。 
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③ヘルメット着用率や自転車損害賠償責任保険加入率が低い、また、保険の加入意識も低い 

全国では、自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方の約６割が頭部に致命傷を負ってい

ます。また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率

は、着用していた方の約 2.4 倍と高く（警察庁資料）、ヘルメットの着用は命を守るために

は大切です。しかし、市民・高校生ともに、日常的にヘルメットを着用している方は 1～３％

と僅かです。 

 
【ヘルメットの着用状況】 

出典:自転車利用実態調査 

平成 31（2019）年３月に制定・施行された富山県自転車活用推進条例では、自転車を利

用する県民に自転車損害賠償責任保険等※への加入に努めるよう定めています。しかし、市

民の半数以上が自転車損害賠償責任保険に加入しておらず、未加入者の加入意欲も半数程度

に留まっています。 

 
【自転車損害賠償責任保険の加入状況と加入の意向】 

出典:自転車利用実態調査 

このことから、安全な自転車利用に向け、ヘルメット着用の重要性や自転車損害賠償責任

保険の加入促進についての継続的な啓発が必要です。 
 

※自転車損害賠償責任保険等:自転車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償
を保障することができる保険または共済のこと。  

3%

1%

94%

97%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民

高校生

日常的に着用している
着用していない
サイクリングの際のみ着用している

29% 58% 13%

0% 50% 100%

市民

（N=758）

加入している

加入していない

わからない

48% 6% 46%

0% 50% 100%

高校生

（N=831）

わからない

加入していない

加入している

10% 50% 40%

0% 50% 100%

市民

（N=436）

予定がある

予定がない

わからない

66% 34%

0% 50% 100%

高校生

（N=90）

わからない予定がない

【市民】 【高校生】

（N=831）

（N=90）

（N=758）

（N=436）

保険加入の予定 保険加入の予定

※自転車を利用して 
いない人の回答を 

除いて集計 
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３－４．本計画の方向性 
４つの柱別の現状と課題から、自転車利用環境整備の将来像と基本方針の設定に向け、本計

画の方向性を整理します。 
【本計画の方向性】 

基本 
方針 

主な現状・課題 本計画の方向性 

は
し
る 

●前計画における自転車ネットワーク路
線がおおむね完成 

●自転車事故が大幅減少だが、安全性に対
する実感が低い 

●歩道通行が常態化している 
●自転車走行空間整備や安全対策に対す

る要望が多い 

◎自転車ネットワークのエリアを拡大し、
継続的に自転車走行空間を整備 

◎車道における安全で快適な自転車走行
空間の整備推進 

◎自転車事故発生箇所等における交通安
全対策（交通安全指導・道路改良等）の
検討・実施 

と
め
る 

●鉄道駅やバス停周辺において駐輪場を
整備 

●自転車放置禁止区域における放置自転
車台数が大幅減少 

●駐輪場の⾧期放置自転車対策や収容台
数の増加に対する要望が多い 

◎サイクル＆ライド（バス・鉄道）駐輪場
の充実 

◎⾧期駐輪や放置自転車対策の強化 
◎民間・行政による多様な駐輪ニーズに対

応した駐輪場の整備 
◎ＩｏＴ※の活用 

い
か
す 

●サイクリングイベントの開催や自転車
競技を振興 

●自転車を利用する市民が減少 
●アヴィレの利用が増加傾向にあるもの

の、市民の認知度が低い 
●自転車通勤の推進を検討する企業が少

ない 

◎自転車を活かしたライフスタイルの推進  
◎クルマから自転車への転換による健康

増進・環境負荷の低減 
◎観光分野での国・県との連携 
◎余暇での活用 
◎その他、様々な場面での自転車の活用 

ま
も
る 

●自転車安全教室や市ホームページ、広報
などで自転車ルール・マナーを周知啓発 

●自転車の車道左側通行への認知度は向
上したが、更なる交通ルールの理解が必要 

●ヘルメット着用率や自転車損害賠償責
任保険加入率が低い、また、保険へ加入
しようという意識も低い 

◎ライフステージに応じた効果的な交通
安全教育の実施 

◎自転車ルール・マナーに関する情報発信
の推進 

◎自転車損害賠償責任保険加入の促進等
に向けた啓発 

 

※ＩｏＴ:Internet of Things の略。モノがネットワークに接続され、データがやり取りされることで新しい価
値やサービスを生み出していくこと。  

●成果 ●課題 
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４．自 転 車 利 用 環 境 整 備 の 将 来 像 と 基 本 方 針 

４－１．目指すべき将来像 
前計画で示した取組は、一部課題は残りますが、一定の成果を上げています。また、自転車

活用推進法が施行された社会的な背景も踏まえ、計画を継続的に、また、より高めて行く必要

があります。 

本計画では、これまでの 10 年間の取組を引き継ぐとともに、「富山市 SDGs 未来都市計画」

の目指す将来像『コンパクトシティ戦略による持続可能な付加価値創造都市の実現』を踏まえ、

自転車の活用を推進することで持続可能な都市を創造することを目指します。そこで将来像と

して、『SUSTAINABLE CITY TOYAMA by BICYCLE ～自転車活用による持続可能なまち  

とやま～』を掲げ、安全で快適に自転車を利用できる社会を実現し、自転車利用者の利便性を

向上させるとともに、自転車の利用が、市民一人一人の生活の質（QOL※）の向上につながり、

市民にとって魅力的なものとなることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＱＯＬ:Quality of Life の略。人生の内容の質や社会的にみた生活の質。どれだけ人間らしい生活を送り、人生
に幸福を見出しているか、ということを尺度として捉える概念。 

  

SUSTAINABLE CITY TOYAMA by BICYCLE 
～自転車活用による持続可能なまち とやま～ 
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４－２．将来像の実現に向けた基本方針 
本計画は、前計画との継続性を重視して基本方針の 4 本柱「はしる」「とめる」「いかす」「ま

もる」を踏襲します。 

国や富山県の自転車活用推進計画では、「都市環境」「健康・スポーツ」「観光」「交通安全」

の目標を掲げ、多方面での自転車の活用を推進することとしています。これまでの本市の自転

車施策は、国や富山県の自転車活用推進計画の方向性と概ね一致していますが、「健康づくり」

「観光」に関する視点がやや不足しており、「いかす」の中で、「健康づくり」「観光」に関する

施策の充実を図ります。 

加えて、これまでの施策を継続し、発展させるという視点を加え「つづける＝継続」「たかめ

る＝発展」を基本方針に加え施策を推進します。 

  
【本計画の基本方針】 

 
■計画によるＳＤＧｓへの貢献 

本計画では、ＳＤＧｓの 17 の目標のうち、「③保健（健康）」「④教育」「⑨イノベーション」
「⑪都市」「⑬気候変動」「⑰実施手段（市民協働）」などへの貢献を目指します。 

 

 

 

  

（各基本方針の該当目標） 
はしる…③⑪ 
とめる…⑨⑪ 
いかす…③⑨⑪⑬⑰ 
まもる…③④⑪⑰ 

【ＳＤＧｓの 17 の目標】 
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４本柱である「はしる」「とめる」「いかす」「まもる」のそれぞれの取組を、「つづける（＝

継続）」、または、「たかめる（＝発展）」ことにより、自転車利用環境向上の好循環を生み出し、

『SUSTAINABLE CITY TOYAMA by BICYCLE』の実現を目指します。 

 

【基本方針の実現による基本目標の推進イメージ】 
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各柱については、本市の目指すべき都市づくりの方向性、上位・関連計画や本市の現状と課

題を踏まえて施策項目を掲げます。 

「はしる」 ～自転車走行空間整備～ 
 

１）自転車ネットワークのエリアを拡大し、継続的に自転車走行空間を整備 
２）車道における安全で快適な自転車走行空間の整備 
３）自転車事故発生箇所等における交通安全対策（交通安全指導・道路改良等）

の検討・実施 

「とめる」 ～駐輪環境整備～ 
 

１）サイクル＆ライド（バス・鉄道）駐輪場の充実 
２）⾧期駐輪や放置自転車対策の強化 
３）民間・行政による多様な駐輪ニーズに対応した駐輪場の整備 
４）ＩｏＴの活用 

「いかす」 ～自転車の利用促進と健康増進・観光振興～ 
 

１）自転車を活かしたライフスタイルの推進 
２）クルマから自転車への転換による健康増進・環境負荷の低減 
３）観光分野での国・県との連携 
４）余暇での活用 
５）その他、様々な場面での自転車の活用 

「まもる」 ～ルール遵守・マナー向上～ 
 

１）ライフステージに応じた効果的な交通安全教育の実施 
２）自転車ルール・マナーに関する情報発信の推進 
３）自転車損害賠償責任保険加入の促進等に向けた啓発 

【４本柱の基本方針に対応した施策項目】 
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５．自 転 車 利 用 環 境 整 備 に 向 け た 取 組 
５－１．施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目指すべき 
将来像 

基本方針 
（４本柱） 施策項目 

～
自
転
車
活
用
に
よ
る
持
続
可
能
な
ま
ち 

と
や
ま
～ 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｂ
Ｌ
Ｅ 

Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｙ 
Ｔ
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ 

ｂ
ｙ 

Ｂ
Ｉ
Ｃ
Ｙ
Ｃ
Ｌ
Ｅ 

「はしる」 
～自転車走行空間整備～ 

「とめる」 
～駐輪環境整備～ 

「いかす」 
～自転車の利用促進と 
健康増進・観光振興～ 

１）自転車ネットワークのエリアを拡大し、
継続的に自転車走行空間を整備 

２）安全で快適な自転車走行空間の整備 

３）自転車事故発生箇所等における交通安全
対策の実施 

１）サイクル＆ライド（バス・鉄道）駐輪場
の充実 

２）⾧期駐輪や放置自転車対策の強化 

３）民間・行政による多様な駐輪ニーズに対
応した駐輪場の整備 

４）ＩｏＴの活用 

１）自転車を活かしたライフスタイルの推進 

２）クルマから自転車への転換による健康増
進・環境負荷の低減 

３）観光分野での国・県との連携 

４）余暇での活用 

「まもる」 
～ルール遵守・ 
マナー向上～ 

１）ライフステージに応じた効果的な交通安
全教育の実施 

５）その他、様々な場面での自転車の活用 

２）自転車ルール・マナーに関する情報発信
の推進 

３）自転車損害賠償責任保険加入の促進等に
向けた啓発 
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①広域的な自転車ネットワーク路線の整備／②郊外における整備 
③自転車走行空間の整備効果の検証 

・危険箇所等の交通安全対策 

➀富山駅周辺における駐輪場の整備／②あいの風とやま鉄道の新駅設置や改札口の新設に伴う駐輪場
整備／③富山地方鉄道電鉄富山駅周辺高架化に伴う駐輪場の整備 

④サイクル＆バスライド駐輪場の活用／⑤駐輪場のバリアフリー化 

➀放置自転車の撤去と再発防止／②放置自転車の適切な保管・リサイクル 

➀新設商業施設等の附置駐輪場整備の指導／②鉄道事業者と連携した駐輪場管理体制の強化 
③中心市街地における駐輪環境の充実 

・混雑状況が分かるような駐輪場のＩｏＴ化の検討 

①健康セミナー・イベント等の開催／②自転車利用のイメージ向上に寄与する情報発信 

①ライフステージに応じた交通安全教育／②小学生・中学生への自転車マナーの周知、スケアードスト
レート等の交通安全教育／③児童やサイクリストを対象とした交通安全教室 

④富山県交通公園等を活用した交通安全教育 

自転車利用環境整備に向けた取組 

➀自転車利用者への交通ルールや駐輪マナー・点検実施の啓発／②交通安全対策協議会との連携 
③外国人へのルール遵守・マナー向上の啓発／④クルマのドライバーへの啓発 

・自転車損害賠償責任保険加入の必要性やヘルメット着用の有効性の理解を高める周知 

・様々な形態による自転車走行空間の整備推進 

①ホームページ等の整備／②災害時の活用／③高齢者による安全利用／④様々な移動手段との連携 

①サイクルスポーツを楽しむ施設の整備・管理／②レンタサイクルの運営、タンデム自転車貸出 
③サイクルトレインの普及／④サイクルイベントの開催・協力／⑤サイクリングマップ作成の検討 
⑥市民・事業者による自転車活用の推進 

 ①サイクル＆バスライド駐輪場の活用・周知／②自転車通勤等の促進 
③シェアサイクルの運営、利用促進策の展開／④歩くライフスタイルとの連携 

・県広域のサイクリングコースの利用促進への協力 
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５－２．「はしる」の取組 

１）自転車ネットワークのエリアを拡大し、継続的に自転車走行空間を整備 

①広域的な自転車ネットワーク路線の整備 

安全で快適な自転車走行空間を広げるため、富山駅を中心とする自転車利用が多く見込まれる

区域を自転車ネットワーク路線の検討範囲※として、自転車走行空間の整備対象となる「自転車

ネットワーク路線」を設定します。 

自転車ネットワーク路線の選定は、様々な自転車利用のニーズを踏まえつつ、連続性を確保し

て行う必要があります。そのため、自転車利用に関する諸条件で必要となる路線を重ね合わせ、

道路交通状況や自転車ネットワークの連続性等を勘案しながら行います。 

抽出した自転車ネットワーク路線については、諸条件の該当状況や道路交通状況から、整備時

期を短期・中⾧期の区分で設定します。なお、諸条件については、国のガイドラインが示す指標

を参考に、検討範囲に係る要素を踏まえ、本市における条件を設定します。 

【自転車ネットワーク路線の抽出条件】 

国ガイドラインの指標 本市における条件の考え方 
Ⅰ自転車利用の主要路線として、公共

交通施設や学校、地域の核となる大
規模集客施設、主な居住地区等を結
ぶ、自転車利用が多い路線 

○自転車利用者が多い路線を、該当する主要路線とし
て抽出 
（自転車通行経路調査「市民・高校生の通行量」より） 

Ⅱ自転車と歩行者の錯そうや自転車関
連の事故が多く安全確保が必要な路
線 

○自転車事故が多い路線 
○自転車利用者が危険に感じる路線 

（自転車通行量調査「自転車利用時に危険を感じる
箇所」より） 

Ⅲ自転車通学路の対象路線 ○中学校の自転車通学路 
（設定区域周辺の中学校の自転車通学路） 

Ⅳ地域の状況に応じて自転車利用を促
進する路線 

○シェアサイクルの利用範囲 
（アヴィレのサイクルステーション間を結ぶ幹線道路） 

Ⅴ自転車の利用増加が見込まれる路線 ○あいの風とやま鉄道の新駅アクセス路線 
○富山駅南北線（令和３年度供用予定） 

Ⅵ既に自転車の走行空間が整備されて
いる路線 

○現在の自転車ネットワーク計画路線 

Ⅶ自転車ネットワークの連続性確保に
必要な路線 

－ 

※自転車ネットワーク路線の検討範囲: 
前計画の自転車ネットワークがおおむね完成していることや、市街地や交通網の整備状況（富山駅路面電車の
南北接続、あいの風とやま鉄道の新駅整備、アヴィレステーション整備等）を踏まえて、富山駅を中心とする
自転車利用が多く見込まれる区域を検討範囲とした。  
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Ⅰ．自転車利用が多い路線 
〔市民・高校生の通行量（自転車通行経路調査より）〕 

Ⅱ-1．安全性の確保が必要な路線 
〔自転車事故が発生している路線（県警察提供資料に基づく）〕 

Ⅱ-２．安全性の確保が必要な路線〔自転車利用時に 
危険を感じる箇所（自転車通行経路調査より）〕 

Ⅲ．自転車通学路 
〔設定区域周辺の中学校の自転車通学路〕 

Ⅳ．自転車利用を促進する路線 
〔アヴィレのサイクルステーション間を結ぶ幹線道路〕 

Ⅴ．自転車利用の増加が見込まれる路線 
〔富山駅南北線やあいの風とやま鉄道の新駅周辺〕 

Ⅵ．既に自転車走行空間が整備されている路線 

【自転車利用に係る諸条件と該当状況】 

自転車ネットワーク路線 
の選定手順 

〔STEP1〕 

・自転車利用に係る諸条件を重ね
合わせ、各路線の重なり状況を
確認。 

〔STEP２〕 

・左図にある６条件のどれかに該
当する路線のうち、３項目以上
に該当する路線を短期的な整備
の候補、２項目以上に該当する
路線を中⾧期的な整備の候補と
して抽出。（ただし、沿道や道
路交通の状況、周辺路線の選定
状況等によっては、道路管理者
及び交通管理者等の意見を踏ま
え、必要に応じて中⾧期的な整
備の候補もしくは候補外とし
た） 

・前後区間の１項目以上に該当す
る路線で連続性を補完。 
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自転車ネットワーク路線の短期路線である 39.7km については、自転車利用ニーズ等が高いこ

とから、計画期間である令和 12（2030）年度までの整備を目標とします。中⾧期路線について

は、本計画の計画期間にとらわれず中⾧期的な視点にたち、将来の都市計画道路としての改良、

まちづくり、道路交通の状況などを踏まえ、整備することとします。 

   

 

 
 

自転車ネットワーク路線と 

その優先度 

 

 

【自転車ネットワーク路線の選定結果】 
出典:国土地理院基盤地図情報（背景図） 

整備済 

短期路線 

中長期的な視点に立ち 
整備する路線 

自転車ネット 
ワーク路線 
の検討範囲 
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②郊外における整備 

自転車ネットワークのエリア外の郊外部においても、鉄道駅周辺で自転車利用が見込まれるこ

とから、コンパクトシティ施策との整合を踏まえ、必要に応じて、次の方針で自転車走行空間の

整備を検討します。 
 

【対象エリア】 

・本市の立地適正化計画※における居住誘導区域のうち、鉄道駅から概ね 500m 以内の区

域を対象に、自転車走行空間整備を検討 

【対象路線】 

・上記のうち、広域的な自転車ネットワーク路線の整備の「本市における条件の考え方」

を踏まえつつ、鉄道駅周辺の主要な自転車走行路線（駐輪場に接続する道路）などに、

自転車走行空間整備を検討 
 

  

【郊外部の自転車走行空間整備路線選定イメージ】 
 

③自転車走行空間の整備効果の検証 

実際に整備した自転車走行空間の整備効果を把握するため、沿道利用者等を対象に通行状況や

通行意識の変化等を検証します。検証の結果は、今後の整備の参考とし、よりよい自転車走行空

間整備を目指します。 

 

※立地適正化計画:「都市再生特別措置法」の一部改正（平成 26 年 8 月施行）により市町村が策定できることとなっ
た計画で、誰もが利用できる移動手段である公共交通の駅等を中心とした徒歩圏に「居住を誘導
するエリア」を定めて人口密度を維持し、コンパクト化を促し、「都市機能を誘導するエリア」「誘
導する都市施設」を定めて生活サービス機能等の都市機能を計画的に誘導するための計画 

新規

新規
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２）安全で快適な自転車走行空間の整備 

○様々な形態による自転車走行空間の整備推進 

道路交通法に従い自転車の車道通行を原則とし、道路交通状況に応じた整備を図る国のガイド

ラインを踏まえつつも、市民意識や道路の整備状況に応じた整備形態で、自転車走行空間の整備

を進めます。 

 
【道路交通状況を踏まえた整備形態の選定の考え方と分離に関する目安】 

㋐ 国のガイドラインが示す交通状況を踏まえた整備形態の選定 

まず、自転車は「車両」であることから、国のガイドラインにのっとり、上図の「㋐国のガイ

ドラインが示す交通状況を踏まえた整備形態の選定」に基づき、自転車が車道を走行するための

空間の整備を検討します。この場合、「車道を走行する自転車」の安全性の向上の観点から、クル

マの速度や交通量を踏まえ、自転車とクルマを分離する必要性について検討します。 

具体的には、自動車の速度が高い道路（A）では、自転車とクルマの走行空間を構造的に分離

するものとします。また、速度が低く自動車の交通量が少ない道路（Ｃ）では、車道混在による

車線整備を行うものとします。その中間にあたる交通状況の道路（Ｂ）では、自転車とクルマの

走行空間を視覚的に分離するものとします。 

※１ 自転車歩行者道とは、自転車及び歩行者の通行のため、縁石線又は柵等により区画して設けられる道路の部
分のことである。本計画における自転車歩行者道は、道路交通法における普通自転車の歩道通行可の指定が
ある、もしくは、指定される見込みがある路線のみを対象とする。 

※２ 1.5ｍ以上とは、道路構造令が定める自転車通行帯の幅員で、自転車が安全で快適に通行するために必要な幅員。 

（ａ） 道路空間の再配分が困難な場合、
次の検討も行う

（ｂ） 外側線の外側に1.5m（やむを得ない場合
1.0m）以上 の自転車走行空間が確保で

きない場合など、車道通行に不安を感じ
る自転車利用者が多いと想定される場合

自動車の速度が
高い道路 （A）

（A）、（C）以外の道路
（B）

自動車の速度が低く、自動車
の交通量が少ない道路 （C）

自転車と
自動車の分離

構造的な分離 視覚的な分離 混在

目安 ㋐－（１） 速度が50km/h超 Ａ、Ｃ以外の道路
速度が40km/h以下、かつ自動車

の交通量が4,000台/日以下

整備形態 ㋐－（２） 完成形態は自転車道 完成形態は自転車通行帯 完成形態は車道混在

自転車通行帯

㋐ 国のガイドラインが示す交通状況を踏まえた整備形態の選定

㋑ 本市の道路状況等に応じた形態での検討

車道混在

併用、または、
自転車歩行者道（単独 ）

自転車歩行者道

（ａ）

【整備形態の変更の考え方】

○代替路の選定

○規制速度の抑制を行い、自転車通行
帯、もしくは、車道混在への変更

＊車道上の自転車利用者が限られ、歩道上で
自転車と歩行者を視覚的に分離した空間が
確保できる場合などは、自転車歩行者道の
みで整備できる。㋑－（２）

車道混在

（ａ）

（ａ）

（ｂ）

（ｂ）

㋑－（１）

＊

※１
※２
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㋐－１ 交通状況を踏まえた自転車とクルマの分離の目安 

分離に関する目安としては、地域の課題やニーズ、交通状況等を十分に踏まえた上で、以下を

参考に検討します。 

（自転車とクルマの構造的な分離の目安） 

・クルマの速度が高い道路とは、クルマの規制速度が 50km/h を超える道路とします。 

（車道混在による整備の目安） 

・クルマの速度が低く、クルマの交通量が少ない道路とは、クルマの規制速度が 40km/h 以下

かつクルマの交通量が 4,000 台/日以下の道路とします。 

㋐－２ 整備形態の選定 

○自動車の速度が高い道路 （Ａ） 

自転車とクルマを構造的に分離する場合の整備形態は、自転車道となります。ただし、冬期

の積雪に配慮し、車道と自転車道を縁石等で物理的に分離することは、道路除雪の障害となる

おそれがあるため、融雪機能が十分でない場合は視覚的な分離で対応することとします。 

○（Ａ）、（Ｃ）以外の道路 （Ｂ） 

自転車とクルマを視覚的に分離する場合、自転車通行帯を設置します。 

○自動車の速度が低く、自動車の交通量が少ない道路 （Ｃ） 

車道混在とする場合、自転車の通行位置を示し、クルマに自転車が車道内で混在することを

注意喚起するための矢羽根型路面表示、自転車のピクトグラムを設置することとします。 

整備形態の選定にあたっては、道路利用者のニーズや道路交通の状況等を勘案し、必要と判

断される場合には、自転車通行帯で整備する道路を自転車道に、車道混在で整備する道路を自

転車道または自転車通行帯に変更して整備することができます。 

㋑ 本市の道路状況等に応じた整備形態での検討 

㋐の国のガイドラインが示す整備形態によることが困難な場合で、車道を走行している自転車

利用者の安全性を速やかに向上させる必要がある場合には、走行ルールの周知等の安全対策を実

施しながら、本市の道路状況に応じた整備形態により自転車走行空間整備を行うこととします。 

㋑－１ 自転車通行帯または車道混在による整備  

車道混在を採用する場合には、自転車通行帯に転用可能な 1.5m 以上の幅員を外側線の外側

（路肩）に確保することを基本とし、やむを得ない場合（交差点部の右折車線設置箇所など、区

間の一部において空間的制約から 1.5m を確保することが困難な場合）においても最小 1.0m 以

上を確保することを基本とします。 
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ただし、道路空間の再配分等を行っても、外側線の外側（路肩）に 1.5m（やむを得ない場合

1.0m）以上確保することが当面困難であり、かつ車道を通行する自転車の安全性を速やかに向

上させなければならない場合には、道路交通の状況により、通行ルールの周知等の歩行者への安

全対策を実施しながら、車道上の自転車走行空間の整備と併せ、自転車歩行者道の活用も検討し

ます。車道上の自転車走行空間は、既に車道通行をする、もしくは、これから車道通行をする自

転車利用者の安全確保のため車道混在で整備し、併せて自転車歩行者道を活用することで、車道・

歩道双方の自転車利用者の安全を確保します。 

㋑―（２） 自転車歩行者道の活用 

自転車の車道通行がクルマとの錯そうによりかえって自転車利用者にとって危険である場合、

また、前計画期間に整備した自転車走行空間のほとんどが歩道上におけるものであること、国の

道路構造令や県・市の道路構造の基準を定める条例を踏まえ、自転車ネットワーク路線としての

連続性の観点からも、自転車歩行者道のみで整備できるものとします。整備時は、歩道幅員など

の道路状況を確認し、歩行者と自転車が安全に通行できるようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

㋐、㋑により、自転車走行空間を整備する際に設置する道路上の路面表示や着色については、

除雪等により剥離した場合は、適宜、補修等をし、適切な維持管理を行うこととします。また、

自転車道や車道端部の路面については、安全で快適な通行空間となるよう、走行の妨げとなる段

差や溝の解消などに努めます。 
 

 

  

■自転車歩行者道における自転車と歩行者の安全確保について 

前後区間において、車道上の自転車走行空間が連続して確保され
る状況においては、自転車の車道通行を促す観点から、自転車歩行
者道上における整備を簡易的なものに留めることを検討します。自
転車歩行者道では歩行者優先など歩道上における自転車通行のルー
ルに基づき、自転車のピクトマークを車道側に設置するなどし、自
転車の車道側通行による歩行者との錯そう防止に努めることとしま
す。 

【本市における自転車マーク】 
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整備形態 【整備形態】 

自転車道 

 

自転車 

通行帯 

 

自転車とクル

マを混在通

行とする道路

（車道混在） 

 

車道混在と

自転車歩行

者道を自転

車走行空間

として併用す

る道路 

   

自転車歩行

者道を自転

車走行空間

とする道路 

   

【整備形態のイメージ】 

出典:安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインを基に作成 

※自転車通行帯 

の幅の全部 
※自転車通行帯 

の幅の一部 
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３）自転車事故発生箇所等における交通安全対策の実施 
○危険箇所等の交通安全対策の実施 

自転車事故発生箇所等の自転車走行が危険な箇所について、交通安全対策として、道路改良等

を検討します。併せて、自転車の走行状況等に応じて、安全な通行方法や注意事項を看板等で周

知するなどし、事故の発生を未然に防止する措置を検討します。 
 

 
【道路交差部のカラー表示】 

 

  
【通行位置や危険事象等の周知イメージ】 

出典:（左写真）国土交通省 
 

 
 
 

【「はしる」の取組主体】 

項目 施策 取組区分 実施主体 

１）自転車ネットワー
クのエリアを拡大
し、継続的に自転車
走行空間を整備 

①広域的な自転車ネット
ワーク路線の整備 

つづける・
たかめる 

国・県・市 

②郊外における整備 新規 

③自転車走行空間の整備
効果の検証 新規 

２）安全で快適な自転
車走行空間の整備 

○様々な形態による自転
車走行空間の整備推進 

つづける・
たかめる 

３）自転車事故発生箇
所における交通安
全対策の実施 

○危険箇所等の交通安全
対策の実施 

つづける・
たかめる 国・県・市・警察 
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５－３．「とめる」の取組 

１）サイクル＆ライド（バス・鉄道）駐輪場の充実 

①富山駅周辺における駐輪場の整備 

富山駅周辺のあいの風とやま鉄道の高架化に合わせ、富山駅周辺の土地区画整理事業の一環と

して、現在の富山駅北自転車駐車場を富山駅高架下に移転・整備し、自転車通勤・通学者の利便

性の向上に努めます。また、富山駅北側における新たな駐輪場の整備を検討します。 

 

②あいの風とやま鉄道の新駅設置や改札口の新設に伴う駐輪場整備 

あいの風とやま鉄道沿線において、駅周辺の開発が

進む東富山駅東口と呉羽駅北口、富山－東富山駅間に

設置される新駅で、駐輪場を整備します。 

 

 

 
 

③富山地方鉄道電鉄富山駅周辺高架化に伴う駐輪場の整備 

富山地方鉄道の電鉄富山駅周辺の高架化に伴い、鉄道利用者等の駐輪需要に対応するため、高

架下での新たな駐輪場整備を交通事業者とともに推進します（なお、富山駅東暫定自転車駐車場

は、高架化に伴い道路用地となるため廃止）。 

 

④サイクル＆バスライド駐輪場の活用 

本市では、コンパクトなまちづくりを推進するため公共交通の利用促進を図っており、バス停

周辺に駐輪場を設置することでバス利用者の増加が期待できます。現在、９箇所（63 台）のサイ

クル＆バスライド駐輪場が整備されており、今後も周知、啓発に努め、利用促進を図ります。 

  

新規

【東富山駅東口の整備イメージ】 

新規
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⑤駐輪場のバリアフリー化 

駐輪場の整備にあたっては、立地特性に応じて、子ども乗

せ自転車を利用する子育て世代や、高齢者、障がいのある方

が利用しやすい平置き（ラックなし）スペースが確保できる

ように努めます。 

 

 

２）⾧期駐輪や放置自転車対策の強化 

①放置自転車の撤去と再発防止 

富山駅周辺の、自転車放置禁止区域における放置自転車の解消（駐輪指導、撤去）に努めます。

鉄道駅等に併設の駐輪場においても、同様とします。再発防止に向けては、社会人、学生等へ広

報誌・ホームページ等を通じ、駐輪マナーの啓発に関する情報発信を行います。 

 

②放置自転車の適切な保管・リサイクル 

撤去した放置自転車は指定の保管場所に速やかに移送します。所有者への返還に際しては移

送・保管に係る手数料を徴収し再発防止に役立てます。また、引き取り手のない放置自転車につ

いては、使用可能なものについてはリサイクル自転車として有効活用することとし、富山県自転

車軽自動車商業協同組合へ譲渡や、災害時の活用等を目的とした公用自転車等として活用します。 

 

３）民間・行政による多様な駐輪ニーズに対応した駐輪場の整備 

①新設商業施設等の附置駐輪場整備の指導 

富山市自転車駐車場の附置等に関する条例に基づき、新設商業施設等に附置駐輪場を整備する

よう指導します。 

 

②鉄道事業者と連携した駐輪場管理体制の強化 

鉄道駅併設の駐輪場について、鉄道事業者とともに、必要な収容台数や利用者ニーズに応じた

駐輪場の整備や管理体制を検討します。 

 

③中心市街地における駐輪環境の充実 

中心市街地の駐輪場を市ホームページ等で分かりやすく伝えるなどし、利用を促進します。 

【高齢者や障がいのある方などの 
優先駐輪スペース】 

新規

新規
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４）ＩｏＴの活用 

○混雑状況が分かるような駐輪場のＩｏＴ化の検討 

自転車利用者の利便性向上や駐輪場利用の偏りを解消するため、本市が構築したセンサーネッ

トワークを活用し、駐輪場の混雑状況を確認できるシステムの導入を検討します。 

 
【駐輪場の混雑お知らせシステムのイメージ】 

出典:富山市 
 
 

【「とめる」の取組主体】 

項目 施策 取組区分 実施主体 

１）サイクル＆ライ
ド（バス・鉄道）
駐輪場の充実 

①富山駅周辺における駐輪場の整備 つづける・
たかめる 市 

②あいの風とやま鉄道の新駅設置や
改札口の新設に伴う駐輪場整備 新規 市 

③富山地方鉄道電鉄富山駅周辺高架
化に伴う駐輪場の整備 新規 鉄道事業者・市 

④サイクル＆バスライド駐輪場の活
用 

つづける・
たかめる 交通事業者・市 

⑤駐輪場のバリアフリー化 つづける・
たかめる 市 

２）⾧期駐輪や放置
自転車対 策の強
化 

①放置自転車の撤去と再発防止 つづける・
たかめる 市 

②放置自転車の適切な保管・リサイ
クル 

つづける・
たかめる 

富山県自転車軽自動車 
商業協同組合・市 

３）民間・行政によ
る多様な 駐輪ニ
ーズに対 応した
駐輪場の整備 

①新設商業施設等の附置駐輪場整備
の指導 

つづける・
たかめる 市 

②鉄道事業者と連携した駐輪場管理
体制の強化 新規 鉄道事業者・市 

③中心市街地における駐輪環境の充実 新規 市 

４）ＩｏＴの活用 ○混雑状況が分かるような駐輪場の
ＩｏＴ化の検討 新規 市 

 

※LoRaWAN:低消費電力で広域のエリアをカバーする無線通信規格のひとつ 

富山市 

センサーネットワーク 

新規

※ 
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５－４．「いかす」の取組 

１）自転車を活かしたライフスタイルの推進 

①健康セミナー・イベント等の開催 

生涯スポーツとしての定着に向け、富山市サイクリン

グ協会や富山市体育協会等のスポーツ、健康関連団体と

連携した、健康セミナー・イベント等の開催を検討しま

す。自転車利用のメリットや楽しみ方について学べる講

座の開設や、既存施設等を活用した体験イベントやプロ

グラム等の実施を検討します。 

 

②自転車利用のイメージ向上に寄与する情報発信 

本計画で進める自転車に係る健康や環境、ライフスタ

イル、交通安全などの各取組について、市民に認知・参

画してもらうため、サイクリング協会等とも連携し、自

転車利用のイメージの向上に寄与する方法で情報発信

を行い、自転車利用促進に向けた市民意識の醸成につな

げます。 

そのため、情報発信の際は、自転車利用の目的と対象者に応じて、自転車の安全利用の浸透を

図るとともに、ルール・マナーの向上に向けた持続的な手法を検討します。 

 

 

２）クルマから自転車への転換による健康増進・環境負荷の低減 

①サイクル＆バスライド駐輪場の活用・周知 

クルマから自転車への転換に向け、ホームページ等で駐輪場の整備状況に関する情報提供を行

います。また、イベント、健康や自転車通勤に関するセミナー等でも周知します。 

  

【サイクリング講座のイメージ】 
出典:徳島県 

新規

新規
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②自転車通勤等の促進 

自転車通勤を促す情報発信等を行い、企業や自動車通勤をする市民に自転車利用のメリットを

周知し、自転車通勤を促すキャンペーン等によって自転車通勤を体験してもらうことを検討しま

す。 

また、市として自転車利用を率先的に推進する立場から、市職員に向けて、自転車通勤の促進

に係る取組を検討し、併せて、職務で近距離移動を伴う場合には、自転車利用を促します。 

 

 
【自転車通勤導入に関する手引き】 

出典:国土交通省 

 
【自転車通勤促進セミナーのイメージ】 

出典:豊橋市 

 

③シェアサイクルの運営、利用促進策の展開 

自転車市民共同利用システム「アヴィレ」の利便性向上や市内の回遊性等の向上のため、ステ

ーションの増設を必要に応じて検討します。また、市民利用の促進のため、市外から転入してき

た大学生等を対象にアヴィレの定期パス基本料を補助するなど、一層の利用促進に努めます。 

 

④歩くライフスタイルとの連携 

平成 31（2019）年３月に策定した「富山市歩くライフスタイル戦略」では、基本理念を「Smart 

Life & Smart Walk ～歩いて、楽しく・賢く・格好よく、ヘルシーなスマートライフを創造する

都市～」と定め、中心市街地においては歩道空間等を活かし、「まちを楽しむアメニティ指向型ラ

イフスタイル」を進めることにしています。このため、自転車利用者に対しては、安全な歩行空

間を確保するため、歩道における歩行者優先などの交通安全教育を行い、歩行と自転車利用の調

和に努めることとします。 
  

新規

新規
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３）観光分野での国・県との連携 

○県広域のサイクリングコースの利用促進への協力 

市内には県が設定した広域サイクリングコース「富山湾岸サイクリングコース」「田園サイクリ

ングコース」「湾岸・田園連絡サイクリングコース」があり、富山湾や田園地域の美しい景観を楽

しみながらサイクリングを行うことができます。 

県では自転車の乗車を楽しみつつ、自転車で地域の観光スポットなどを巡るサイクリングイベ

ントの開催等を通じ、観光地域づくりや魅力の創出を図ることとしています。これらの実現には

広域的な取組が必要であるため、本市も県、周辺自治体とも連携し、利用促進に取り組みます。 

 

４）余暇での活用 

①サイクルスポーツを楽しむ施設の整備・管理 

本市が運営する「富山市ストリートスポーツパー

ク」では BMX の利用が可能であり、BMX コースや

クロスカントリーコース等を有している「富山市久

婦須川ダム周辺マウンテンバイクコース」でも BMX

やマウンテンバイクの利用が可能となっており、そ

れぞれのコース特性に応じた多様な自転車文化の発

展に向け、市内外からの施設利用者の増加に努めま

す。 

 

②レンタサイクルの運営、タンデム自転車貸出 

岩瀬地区では、（一財）岩瀬カナル会館が運営するレンタサイクルにより、北前船の旧廻船問屋

の軒を並べる街並みを巡ることができます。 

市内外の来街者がサイクリングや観光を楽しむことができるよう、連携しながら自転車を活用

したまちづくりに取り組みます。 

タンデム自転車については、カップル等が気軽に公道でサイクリングを楽しんでもらうため、

市内３箇所（岩瀬カナル会館、富山市総合体育館、富山市市民プラザ）における貸出事業を継続

します。 

  

新規

【富山市ストリートスポーツパーク】 
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③サイクルトレインの普及 

富山地方鉄道では休日に鉄道全線でサイクルトレインを実施しており、車内に自転車を持ち込

み、郊外等でサイクリングを楽しむことができます。また、あいの風とやま鉄道においても、サ

イクルトレインのイベントを開催しています。主要交通結節点である本市の立地を生かし、サイ

クルツーリズムや日常的なサイクリングの発着点として、鉄道事業者が実施するサイクルトレイ

ンの普及に取り組みます。 

 
【あいの風とやま鉄道が実施したサイクルトレイン】 

出典:あいの風とやま鉄道    
 

④サイクルイベントの開催・協力 

グランフォンド富山実行委員会をはじめ、各関係機関・団体協力のもと、サイクルイベント「グ

ランフォンド富山」を開催しており、今後も、市民団体や民間事業者と連携し、自転車の楽しさ

を多くの市民に知ってもらう機会を創出します。 

 

⑤サイクリングマップ作成の検討 

県が作成する広域サイクリングコースのマップの他に、市内においても気軽にサイクリングや

観光を楽しむことができるよう、国や県、富山市サイクリング協会、アヴィレを運営するシクロ

シティ（株）等と連携し、サイクリングマップの作成を検討します。 

 

⑥市民・事業者による自転車活用の推進 

自転車利用の機運が高まりを見せるなか、市民や民間事業者による自発的・主体的な自転車活

用の取組を促し、市内におけるサイクリングルート検討やイベントの開催、自転車活用に関わる

人材育成等について、必要に応じて支援します。  

新規

新規



 

60 

５）その他、様々な場面での自転車の活用 

①ホームページ等の整備 

自転車に関わる取組は多岐に

わたるため、本市が推進する自転

車関連施策を一元的に閲覧でき

るホームページの開設を公民連

携で検討します。ホームページ上

では、自転車のルール・マナーや

自転車損害賠償責任保険、撤去さ

れた自転車の保管場所、駐輪場な

どの情報提供を行い、市民が一度

に様々な自転車に関する情報を

入手できるような工夫を検討し

ます。 
 

②災害時の活用 

災害時において、道路状況によってクルマが利用できない場合は、小回りが利く自転車を利用

した被災状況の把握が考えられ、活用を検討します。 
 

③高齢者による安全利用 

運転免許返納等によりクルマを利用できない高齢者が増える中で、高齢者の外出機会の減少が

懸念されます。そのため、高齢者の移動手段として電動アシスト自転車等が活用されるよう、自

転車の安全利用を啓発しつつ、電動アシスト自転車を含めた自転車利用の促進を図ります。 
 

④様々な移動手段との連携 

全国的に普及が期待される MaaS※における自転車活用について、最新の動向や市内交通事業

者等の取組状況やニーズを踏まえながら、本市の特性に応じた活用方法とその導入を検討します。 

 
 
※MaaS:「Mobility as a Service」の略。出発地から目的地までの複数の移動手段を組み合わせた移動方法が検索

サービスによって提案され、その予約、決済などがオンライン上で一括して行えるサービスのこと。利
用者の利便性を高め、また、移動の効率化による都市部での交通渋滞や環境問題、地方での交通弱者対
策などの問題の解決につながると期待されている。  

新規

新規

新規

【ホームページでの情報の一元化のイメージ】 
出典:京都市 

新規
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【「いかす」の取組主体】 

項目 施策 取組区分 実施主体 

１）自転車を活かし
たライフスタイ
ルの推進 

①健康セミナー・イベント等
の開催 新規 市 

民間事業者による展開を期待 

②自転車の利用イメージ向
上に寄与する情報発信 新規 市 

民間事業者による展開を期待 

２）クルマから自転
車への転換によ
る健康増進・環境
負荷の低減 

①サイクル＆バスライド駐
輪場の活用・周知 

つづける・
たかめる 市 

②自転車通勤等の促進 新規 市 

③シェアサイクルの運営、利
用促進策の展開 

つづける・
たかめる 市 

④歩くライフスタイルとの
連携 新規 市 

３）観光分野での
国・県との連携 

①県広域のサイクリングコ
ースの利用促進への協力 新規 市 

４）余暇での活用 

①サイクルスポーツを楽し
む施設の整備・管理 

つづける・
たかめる 市 

②レンタサイクルの運営、タ
ンデム自転車貸出 

つづける・
たかめる 民間事業者・市 

③サイクルトレインの普及 つづける・
たかめる 鉄道事業者、市 

④サイクルイベントの開催・
協力 

つづける・
たかめる 民間事業者・市 

⑤サイクリングマップ作成
の検討 新規 国・県・市 

⑥市民・事業者による自転車
活用の推進 新規 市 

民間事業者による展開を期待 

５）その他、様々な
場面での自転車
の活用 

①ホームページ等の整備 新規 民間事業者・市 

②災害時の活用 新規 市 

③高齢者による安全利用 新規 市 

④様々な移動手段との連携 新規 交通事業者・市 
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５－５．「まもる」の取組 

１）ライフステージに応じた効果的な交通安全教育の実施 

①ライフステージに応じた交通安全教育の実施 

自転車は子どもからお年寄りまで幅広く利用されていますが、各世代によって、自転車を利用

する頻度や自転車利用に対する意識、自転車ルールに対する認識が異なるため、自転車利用者の

年齢層やライフステージに応じて、効果的な交通安全教育を実施することが重要となります。 

本市では、市内小学３・４年生に対する自転車交通安全教室の実施、中学生に対する自転車マ

ナー向上事業の実施など、児童・生徒を対象とした自転車ルール・マナーの啓発を行っています。 

これらの実績を踏まえつつ、先進都市の事例を参考とし、交通安全協会等による世代別の交通

安全教育の状況を確認して教育体制を整えるとともに、ライフステージごとに切れ目のない安全

教育の実施を検討します。 

 

 
【ライフステージ別の自転車安全教育の整理事例】 

出典:京都市自転車安全教育プログラム 

  

新規
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②小学生・中学生への自転車マナーの周知、スケアードストレート等の交通安全教育  

本市の各学校では、スケアードストレート等、自転車を含む交通安全教育を実施しています。

とりわけ、小学生については、自転車交通安全教室修了証交付事業として、地域住民や警察、交

通安全協会、小学校と連携し、実車指導・座学を行い、修了証を交付することで、青少年期から

の自転車ルールの遵守、マナーの習得及び日常の安全利用の意識付けにつなげています。また、

中学生については、自転車利用の危険行為を記載したクリアファイルを配布し、中学校での交通

安全教育に役立てています。その他、県内の高校等では、生徒間で安全な自転車利用が広め合え

るよう、警察が生徒の代表を「サイクル安全リーダー」として委嘱し、自転車マナーの向上や交

通事故防止に努めています。 

今後も、関係機関・団体と連携し、児童・生徒が座学と体験的な指導により、交通ルールを理

解し、危険に対するイメージを高められるよう努めます。 

③児童やサイクリストを対象とした交通安全教室 

市内では、「とやまサイクルセーフティフェスタ」が自転車の安全な活用とクルマとの共存を目

的として開催されています。イベントでは、サイクリストや子どもが、自転車を安全に走行する

ためのテクニックやマナーを学ぶことができ、今後も開催を支援します。 

また、児童については、苦手意識が無く自転車に乗車できようになるため、楽しみながら「操

作技術」、「安全意識」を身につける自転車の安全教育を検討します。 

④富山県交通公園等を活用した交通安全教育 

本市にある富山県交通公園には自転車練習コースが設置されており、職員の助言や指導のもと、

体験用に整備された横断歩道や信号機、踏切等を用いて、自転車の正しい乗り方や、交通ルール

を学ぶことができます。また、併設の交通安全博物館には、交通事故やヒヤリとした危険な状態

を疑似体験できるなどの装置があり、自ら操作し体験することで交通安全について学ぶことがで

きます。適切な指導を得て、様々な道路環境を体験的に学べるよう、子どもや高齢者を対象に、

施設の利用を促していきます。 

 
                     【交通安全自転車練習コース】 

出典:富山県交通公園ホームページ 
【交通安全自転車練習コースの様子】 

新規
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２）自転車ルール・マナーに関する情報発信の推進 

①自転車利用者への交通ルールや駐輪マナー・点検実施の啓発 
自転車利用に必要なルール・マナーを習得するため、広報誌及び市ホームページ等で自転車に

よる事故事例を紹介するなど国が示す「自転車安全利用五則※１」を活用し、安全利用について啓

発していきます。また、駐輪場の適正利用を呼び掛けるとともに、学校への指導依頼や市民への

広報による周知により、駐輪場以外の場所での放置、⾧期間にわたる駐輪及び乱雑な駐輪に対す

る注意喚起を実施します。また、歩行者の安全確保のため、歩行者が多い駅周辺や中心市街地の

歩道における徐行や押し歩きについて、周知に努めます。 

各地区での取組として、富山交通安全協会奥田北支部においては、自転車利用者の自転車を無

料で点検・整備し、リフレクター等の反射材を添付し、地区住民に対する交通事故防止活動を実

施しています。交通安全協会の各支部においてこうした取組が実施されるよう促していきます。 

②交通安全対策協議会との連携 
的確で効率的な交通安全教育のため、富山市交通安全対策協議会※２の構成員において実施する

自転車安全利用に関する指導・啓発活動について情報共有を行いながら、構成員らが連携・協力

し、取組を進めていきます。 

③外国人へのルール遵守・マナー向上の啓発 
技能実習生等の外国人を対象とした自転車の安全利

用に関する交通安全出前講座を、警察や交通安全協会と

連携しながら実施します。また、外国人が多く在籍する

企業や大学、団体に対し、交通安全教育の実施を促しま

す。 
 

④クルマのドライバーへの啓発 

自転車は車両であり、原則として車道の左側を通行する必要がありますが、車道を共有するた

め、後方からの追突や接触の事故を招来する危険があります。そこで、クルマのドライバーに対

しても、自転車の通行に関するルールの理解を得る必要があり、県警察や交通安全協会等とも連

携し、自転車の交通ルールについて周知し、ドライバー、自転車利用者がお互いに、譲り合い、

思いやりの精神をもって、限られた道路空間を安全に通行できるよう啓発していきます。 
 

※１ 自転車安全利用五則:自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを五則として挙げられており、
「〔１〕自転車は、車道が原則、歩道は例外」「〔２〕車道は左側を通行」「〔３〕歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐
行」「〔４〕安全ルールを守る」「〔５〕子どもはヘルメットを着用」がある。 

※２ 富山市交通安全対策協議会:交通安全に関する対策及び活動を効果的に推進して、安全かつ平穏な市民生活を擁立
することを目的に設立された会。関係行政機関及び団体等で構成し、相互に緊密な連絡協調を図り運営している。 

【外国人を対象とした交通安全教室】 

新規
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３）自転車損害賠償責任保険加入の促進等に向けた啓発 

○自転車損害賠償責任保険加入の必要性やヘルメット着用の有効性の理解を高める周知 

平成 31（2019）年３月に制定・施行された富山県自転車活用推進条例では、自転車を利用す

る県民に自転車損害賠償責任保険等への加入に努めるよう定めています。ヘルメットの着用によ

る身体傷害軽減の有効性と併せて、交通安全教室やホームページ等で周知します。 

また、高校・大学や自転車通勤を認める企業等と連携しながら、保険加入やヘルメット着用に

関する広報活動に努めます。さらには、本市ホームページ等においても、保険に関する情報提供

を行うとともに、包括連携協定を締結した保険会社等の協力を得て、イベント時などに自転車の

損害賠償責任保険加入促進について周知します。 

   

新規

【自転車損害賠償責任保険への加入を呼びかけるチラシ】 

0.25%

0.59%

0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80%

着用

非着用

（平成27年～令和元年の合計）

約2.4倍

頭部, 59%

頸部, 7%

胸部, 
12%

腰部, 5%

脚部, 1%

その他, 
16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
その他：顔部、腹部などN=2,446

（平成27年～令和元年の合計）

■ヘルメットによる頭部保護の重要性 

自転車乗用中の交通事故で亡くな
られた方は、約６割が頭部に致命傷
を負っています。また、自転車乗用
中の交通事故においてヘルメットを
着用していなかった方の致死率（死
傷者数に占める死者数の割合）は、
着用していた方に比べて約 2.4 倍高
くなっています。 

交通事故の被害を軽減するために
は、頭部を守ることが重要です。 

【自転車乗車中死者の人身損傷主部位（致命傷の部位）】 

【自転車乗車中死者のヘルメット着用別の致死率）】 
出典:警察庁資料より作成 
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【「まもる」の取組主体】 

項目 施策 取組状況 実施主体 

１）ライフステージ
に応じた効果的
な交通安全教育
の実施 

①ライフステージに応じた
交通安全教育の実施 新規 警察・交通安全協会・ 

教育委員会・市 

②小学生・中学生への自転車
マナーの周知、スケアード
ストレート等の交通安全
教育 

つづける・
たかめる 

警察・交通安全協会・ 
教育委員会・市 

③児童やサイクリストを対
象とした交通安全教室 

つづける・
たかめる 市・サイクリング協会 

④富山県交通公園等を活用
した交通安全教育の実施 新規 警察・教育委員会・市 

２）自転車ルール・
マナーに関する
情報発信の推進 

①自転車利用者への交通ル
ールや駐輪マナー・点検実
施の啓発 

つづける・
たかめる 交通安全協会・市 

②交通安全対策協議会との
連携 

つづける・
たかめる 市交通安全対策協議会・市 

③外国人へのルール遵守・マ
ナー向上の啓発 

つづける・
たかめる 

警察・交通安全協会・ 
民間事業者・大学等・市 

④クルマのドライバーへの
啓発 新規 警察・交通安全協会・市 

３）自転車損害賠償
責任保険加入の
促進等に向けた
啓発 

①自転車損害賠償責任保険
加入の必要性やヘルメッ
ト着用の有効性の理解を
高める周知 

新規 民間事業者・交通安全協会・ 
教育委員会・市 
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６．計画の実現に向けて 

６－１．将来像の実施に向けて 
本市において、自転車の安全利用や活用を促進し、自転車の利活用を定着させるためには、

市民や民間事業者・交通事業者・関係機関・団体と一丸となり取り組む必要があります。その

ため、地域の商店街や学校、企業・団体との連携により、市民協働による施策として推進しま

す。また、庁内の組織が横断的に連携し、施策の推進を図ります。 

６－２．計画の推進にあたって 
本計画（Plan）に基づく取組（Do）に対して、評価指標により施策の進捗状況を評価・検証

（Check）し、必要に応じて計画の改善（Action）を行います。 

評価・検証（Check）では、担当部署において目標に対する進捗状況を確認し、また、中間

見直しの段階では、自転車に関連する団体などからの評価や要望を確認し、施策の達成状況を

総合的に評価します。計画の改善（Action）では、評価・検証（Check）を踏まえ、取組施策

やスケジュールを見直し、計画を推進していきます。なお、評価・検証（Check）及び計画の

改善（Action）の内容は、中間見直しの段階で市民に分かりやすく発信します。 

 

  
【PDCA サイクル】 

  

・担当部局での進捗
状況の確認 

・自転車関連団体へ
のヒアリング 
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６－３．目標指標の設定 
計画の達成状況をフォローアップするために、下表の通り目標指標を定めます。目標年は、

計画期間の最終年である令和 12（2030）年度とします。計画の見直しの段階で指標や数値の

見直しを検討します。 
【目標指標】 

 
指標 

基準値 
（年度） 

目標 
（令和 12 年度） 

指標選定の考え方 

は
し
る 

自転車ネットワーク 
路線の整備延⾧※１ 

〔短期路線の整備延⾧〕 

14.9km 
（令和２年度） 

39.7km ・安全で快適な自転車走
行空間の整備状況 

自転車での走りやすさが
「走りやすい」と感じる人 
〔自転車ネットワーク路線の 

検討範囲内の方を対象〕 
（自転車利用実態調査より） 

市民:19％ 
高校生:33％ 

（令和元年度） 
＋10 ㌽ ・自転車走行空間の向上

についての実感 

と
め
る 

富山駅周辺の駐輪場※２に 
おける１日あたりの駐輪台数 

1,295 台 
（令和元年度） 

1,400 台※３ ・駐輪場整備等による利
便性の向上 

駐輪場のマナーが 
悪いと思う人 

（自転車利用実態調査より） 

市民:33％ 
高校生:31％ 

（令和元年度） 
－10 ㌽ ・駐輪場のマナーの改善

についての実感 

い
か
す 

アヴィレの 
延べ利用回数 

74,422 回 
（令和元年度） 

↗増加 
・シェアサイクルの活用

による、市民や来街者
の自転車活用状況 

自転車の利用頻度 
〔月に数回以上利用〕 
（自転車利用実態調査より） 

市民:34％ 
（令和元年度） 

＋10 ㌽ ・自転車を利用する市民
の状況 

ま
も
る 

自転車事故件数 
140 件 

（令和元年） 
140 件以下 ・市内における自転車事

故の発生件数の減少 

自転車損害賠償責任保険 
への加入率 

（自転車利用実態調査より） 

市民:29％ 
（令和元年度） 

50％※４ 
・自転車損害賠償責任保

険に加入する市民の
状況 

※１ 本表における自転車ネットワーク路線の整備延⾧は、該当区間の道路延⾧とする。 
※２ 富山駅周辺の駐輪場とは、富山駅南第１自転車駐車場、富山駅南第２自転車駐車場、富山駅北自転車駐車場、 

富山駅東暫定自転車駐車場のこと（今後整備される駐輪場を含む）。 
※３ 富山駅周辺の駐輪場の今後の整備計画を踏まえ、変更する場合がある。 
※４ 中間見直しの段階で、全国の加入率を確認し、数値目標を見直す。  
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なお、第 2 次富山市総合計画の終期である令和 8（2026）年度までの 6 年間を前期とし、

次期富山市総合計画の策定状況などを踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

【計画期間】 

  

富山市 
自転車利用環境整備計画 

（計画期間:10 年） 

富山市 
総合計画 

令和３(2021)～８(2026)年 
(６年間) 

 

前 期 後 期 

第２次 

令和９(2027)～12(2030)年 
（４年間） 

次期計画 
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資 料 編 

資料１ 富山市自転車利用環境整備計画検討委員会 
１）委員会設置要綱 

（趣旨） 
第１条 平成 23 年 3 月に策定した「富山市自転車利用環境整備計画」の計画期間が、令和

2 年度をもって満了を迎えることから、次期「富山市自転車利用環境整備計画」の
策定を検討するため、富山市自転車利用環境整備計画検討委員会（以下「検討委員
会」という。）を置く。 

（所掌事務等） 
第２条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。 

(1) 「富山市自転車利用環境整備計画」の策定に関すること。 
(2) その他計画を策定するために必要なこと。 

（組織） 
第３条 検討委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

（ワーキンググループ） 
第４条 検討委員会に、「富山市自転車利用環境整備計画」策定への新たな視点、多様な視点

による意見の反映や計画の深度化を図るため、ワーキンググループを置くことがで
きる。 

（庶務） 
第５条 会議の庶務は、市民生活部生活安全交通課において処理する。 

（補足） 
第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 
この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 
別表（第３条関係） 

委員 

学識経験者      市民団体代表者 
公募市民       商工関係者 
交通事業者      教育関係者 
スポーツ振興関係者  警察関係者 
行政機関 
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２）委員名簿 

要綱 別表
（第 3 条関
係）区分 

所属・役職 委員氏名 備考 

学識経験者 

富山大学 都市デザイン学部 
都市・交通デザイン学科  准教授 猪  井  博  登 委員⾧ 

ＮＰＯ法人 
Ｎプロジェクトひと・みち・まち  理事⾧ 大  坪  久 美 子 副委員⾧ 

市民団体代
表者 

富山市自治振興連絡協議会  副会⾧ 竹  嶋  一  恭  

富山市老人クラブ連合会  副会⾧ 金  山  圭  子  

商工関係者 富山商工会議所 産業振興部  副部⾧ 今  川  清  司  

交通事業者 

西日本旅客鉄道㈱金沢支社企画課交通企画室  
室⾧ 鹿  野  剛  史  

富山地方鉄道㈱ 
企画部  副部⾧（企画交通政策課⾧） 川  村  隆  志  

富山ライトレール㈱経営企画部  部⾧ 村  上  高  文 令和元年度委員 

富山地方鉄道㈱鉄軌道部  課⾧ 竹  澤    準 令和２年度委員 

あいの風とやま鉄道㈱総務課  課⾧ 平  田  大  輔  

教育関係者 

富山県高等学校⾧協会富山地区校⾧会 
富山地区生徒指導協議会  会⾧ 
（富山県立中央農業高等学校⾧） 

松  村    智 令和元年度委員 

富山県高等学校⾧協会富山地区校⾧会 
生徒指導推進研究委員会  副会⾧ 
（富山県立八尾高等学校⾧） 

福  島  浩  一 令和２年度委員 

富山市中学校⾧会 生徒指導主事会  顧問 
（富山市立藤ノ木中学校⾧） 竹  脇  孝  志  

スポーツ振
興関係者 （公財）富山市体育協会  専務理事 埜  田    諭  

警察関係者 富山県警察本部 
交通部交通規制課  課⾧ 

古  川  秀  治 令和元年度委員 

井  上  数  也 令和２年度委員 

行政機関 

国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務
所  副所⾧ 増  田  純  夫  

富山県総合政策局企画調整室  課⾧ 
福  島    潔 令和元年度委員 

島  田  太  樹 令和２年度委員 

富山県土木部道路課  課⾧ 
市  井  昌  彦 令和元年度委員 

金  谷  英  明 令和２年度委員 

  



 

72 

資料２ 自転車利用環境整備打合せ会 
１）参加者名簿 

区分 参加機関 

県警察 富山県警察本部 交通部 交通規制課 

国 国土交通省 富山河川国道事務所 調査第二課 

県 

富山県 総合政策局 企画調整室 

富山県 土木部 道路課 

富山県富山土木センター 管理検査課 プロジェクト推進班 

富山県富山土木センター 工務第三課 都市計画班 

富山県富山土木センター 施設管理課 道路施設班 

市 

建設部 道路整備課 

建設部 道路管理課 

市民生活部 生活安全交通課 
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資料３ 策定経過 
 

年 月 日 経過・内容 

令和 
元年 12 月 25 日 

第１回 富山市自転車利用環境整備計画検討委員会 

自転車に関する近年の動向、前計画の進捗や自転車事故の
状況について議論 

令和 
２年 

７月 27 日 

第２回 富山市自転車利用環境整備計画検討委員会 

自転車利用実態調査の結果、現計画や調査結果を踏まえた
現状課題の整理、本計画の骨子（案）、本市の自転車ネット
ワーク路線（素案）について議論 

８月 21 日 

第１回 自転車利用環境整備打合せ会 

自転車ネットワーク路線及び自転車走行空間整備の方向性
について議論 

９月 28 日 

第２回 自転車利用環境整備打合せ会 

優先度を考慮した自転車ネットワーク及び本市における整
備形態の考え方について議論 

10 月 19 日 

第３回 自転車利用環境整備打合せ会 

自転車ネットワーク路線（素案）及び本市における整備形
態について議論 

11 月６日 
第３回 富山市自転車利用環境整備計画検討委員会 

本計画（素案）について議論 

12 月７日～21 日 パブリックコメントの実施 

令和 
３年 

１月 27 日 
第４回 富山市自転車利用環境整備計画検討委員会 

本計画（案）について議論 

３月 31 日 「富山市自転車利用環境整備計画」策定 
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資料４ 関連法令 
１）自転車活用推進法 

（平成 29 年５月１日 法律第 103 号） 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時に

おける交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに鑑み、自転車の
活用の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び自転車の活用の推進に関する施
策の基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を
総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（基本理念） 
第二条 自転車の活用の推進は、自転車による交通が、二酸化炭素、粒子状物質等の環境に深刻な影響

を及ぼすおそれのある物質を排出しないものであること、騒音及び振動を発生しないものであること、
災害時において機動的であること等の特性を有し、公共の利益の増進に資するものであるという基本
的認識の下に行われなければならない。 

２ 自転車の活用の推進は、自転車の利用を増進し、交通における自動車への依存の程度を低減するこ
とが、国民の健康の増進及び交通の混雑の緩和による経済的社会的効果を及ぼす等公共の利益の増進
に資するものであるという基本的認識の下に行われなければならない。 

３ 自転車の活用の推進は、交通体系における自転車による交通の役割を拡大することを旨として、行
われなければならない。 

４ 自転車の活用の推進は、交通の安全の確保を図りつつ、行われなければならない。 
（国の責務） 
第三条 国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、自転車の活用の推進に

関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 
２ 国は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する国民の理解を深め、かつ、その協力を

得るよう努めなければならない。 
（地方公共団体の責務） 
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自転車の活用の推進に関し、国との適切な役割分担を

踏まえて、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
２ 地方公共団体は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する住民の理解を深め、かつ、

その協力を得るよう努めなければならない。 
（事業者の責務） 
第五条 公共交通に関する事業その他の事業を行う者は、自転車と公共交通機関との連携の促進等に努

めるとともに、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努め
るものとする。 

（国民の責務） 
第六条 国民は、基本理念についての理解を深め、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進

に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
（関係者の連携及び協力） 
第七条 国、地方公共団体、公共交通に関する事業その他の事業を行う者、住民その他の関係者は、基

本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 
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第二章 自転車の活用の推進に関する基本方針 
第八条 自転車の活用の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策は、次に掲げると

おりとする。 
一 良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車専用道路（道路法（昭和二十七年法律第百八十

号）第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路をいう。）、自転車専用車両通行帯等の整備 
二 路外駐車場（駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。）

の整備及び時間制限駐車区間（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第四十九条第一項に規定
する時間制限駐車区間をいう。）の指定の見直し 

三 自転車を賃貸する事業の利用者の利便の増進に資する施設の整備 
四 自転車競技のための施設の整備 
五 高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備 
六 自転車の安全な利用に寄与する人材の育成及び資質の向上 
七 情報通信技術等の活用による自転車の管理の適正化 
八 自転車の利用者に対する交通安全に係る教育及び啓発 
九 自転車の活用による国民の健康の保持増進 
十 学校教育等における自転車の活用による青少年の体力の向上 
十一 自転車と公共交通機関との連携の促進 
十二 災害時における自転車の有効活用に資する体制の整備 
十三 自転車を活用した国際交流の促進 
十四 自転車を活用した取組であって、国内外からの観光旅客の来訪の促進、観光地の魅力の増進そ

の他の地域の活性化に資するものに対する支援 
十五 前各号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関し特に必要と認められる施策 

 
第三章 自転車活用推進計画等 
（自転車活用推進計画） 
第九条 政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定め

る自転車の活用の推進に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目標及び自転車の活用
の推進に関し講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた計画（以下「自転車活用
推進計画」という。）を定めなければならない。 

２ 国土交通大臣は、自転車活用推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。 
３ 政府は、自転車活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表し

なければならない。 
４ 前二項の規定は、自転車活用推進計画の変更について準用する。 
（都道府県自転車活用推進計画） 
第十条 都道府県は、自転車活用推進計画を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じた自転車の活

用の推進に関する施策を定めた計画（次項及び次条第一項において「都道府県自転車活用推進計画」
という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、都道府県自転車活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表す
るよう努めるものとする。 

（市町村自転車活用推進計画） 
第十一条 市町村（特別区を含む。次項において同じ。）は、自転車活用推進計画（都道府県自転車活用

推進計画が定められているときは、自転車活用推進計画及び都道府県自転車活用推進計画）を勘案し
て、当該市町村の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画（次項において
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「市町村自転車活用推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 
２ 市町村は、市町村自転車活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよ

う努めるものとする。 
 
第四章 自転車活用推進本部 
（設置及び所掌事務） 
第十二条 国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部（次項及び次条において「本部」と

いう。）を置く。 
２ 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自転車活用推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 
二 自転車の活用の推進について必要な関係行政機関相互の調整に関すること。 
三 前二号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関する重要事項に関する審議及び自転車の活

用の推進に関する施策の実施の推進に関すること。 
（組織等） 
第十三条 本部は、自転車活用推進本部⾧及び自転車活用推進本部員をもって組織する。 
２ 本部の⾧は、自転車活用推進本部⾧とし、国土交通大臣をもって充てる。 
３ 自転車活用推進本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 総務大臣 
二 文部科学大臣 
三 厚生労働大臣 
四 経済産業大臣 
五 環境大臣 
六 内閣官房⾧官 
七 国家公安委員会委員⾧ 
八 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣以外の国務大臣のうちから、国土交通大臣の申出により、

内閣総理大臣が指定する者 
４ 前三項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 
 
第五章 雑則 
（自転車の日及び自転車月間） 
第十四条 国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、自転車の日及び自

転車月間を設ける。 
２ 自転車の日は五月五日とし、自転車月間は同月一日から同月三十一日までとする。 
３ 国は、自転車の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方

公共団体は、自転車月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならな
い。 

（表彰） 
第十五条 国土交通大臣は、自転車の活用の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、

表彰を行うことができる。 
附 則 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 
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（法制上の措置） 
第二条 政府は、自転車の活用の推進を担う行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づい

て必要な法制上の措置を講ずるものとする。 
（検討） 
第三条 政府は、自転車の運転に関し道路交通法に違反する行為への対応の在り方について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
２ 政府は、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度

について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
 
 

２）富山県自転車活用推進条例 

（平成 31 年 3 月 15 日 富山県条例第 1 号） 
第 1 章 総則 
(目的) 
第 1 条 この条例は、自転車の活用の推進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民及び事業者の

役割を明らかにするとともに、自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることによ
り、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

(定義) 
第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 自転車 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 2 条第 1 項第 11 号の 2 に規定する自転車を
いう。 

(2) 自動車等 道路交通法第 2 条第 1 項第 9 号に規定する自動車及び同項第 10 号に規定する原動
機付自転車をいう。 

(3) 自転車関係法令 道路交通法その他自転車の利用に関する法令をいう。 
(基本理念) 
第 3 条 自転車の活用の推進は、自転車による交通が環境への負荷の低減及び災害時における交通機能

の維持に資するものであるという基本的認識の下に、自転車による交通の役割の拡大を図ることを旨
として、行われなければならない。 

2 自転車の活用の推進は、日常生活における自転車の利用を推進するとともに、自転車を利用したスポ
ーツを楽しめる機会を創出し、県民の健康の増進を図ることを旨として、行われなければならない。 

3 自転車の活用の推進は、県民、観光旅行者等が自転車を利用しやすい環境を創出し、自転車の活用に
よる観光地の魅力の磨き上げその他の地域の活性化を図ることを旨として、行われなければならない。 

4 自転車の活用の推進は、歩行者並びに自転車及び自動車等を利用する者が互いに安全で安心して通
行することができる環境を創出することを旨として、行われなければならない。 

(県の責務) 
第 4 条 県は、前条に定める自転車の活用の推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっ

とり、自転車の活用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
2 県は、国及び市町村との適切な役割分担並びに相互の連携の下に、県民及び事業者の協力を得て、自

転車の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。 
3 県は、自転車の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、自転車の安全かつ適

正な利用が図られるよう配慮するものとする。 
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(県民の役割) 
第 5 条 県民は、基本理念について理解を深め、それぞれの立場において自転車の活用の推進を図るよ

う努めるものとする。 
2 県民は、自転車の活用の推進に当たっては、自転車関係法令を遵守するとともに、自転車の利用に関

する知識の習得その他家庭、地域等における自転車の安全かつ適正な利用に関する取組を行うよう努
めるものとする。 

3 県民は、県が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
(事業者の役割) 
第 6 条 事業者は、基本理念について理解を深め、その事業活動において自転車の活用の推進を図るよ

う努めるものとする。 
2 事業者は、自転車の活用の推進に当たっては、自転車を利用して通勤し、又はその事業活動において

自転車を利用する従業員に対し、自転車関係法令の遵守に関する啓発その他自転車の安全かつ適正な
利用に関する取組を行うよう努めるものとする。 

3 事業者は、県が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
 
第 2 章 自転車の活用の推進に関する基本計画等 
(自転車の活用の推進に関する基本計画) 
第 7 条 知事は、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画(以下「基本計画」

という。)を定めるものとする。 
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 自転車の活用の推進に関する目標及び基本方針 
(2) 自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項 
(3) 自転車の活用を推進するための体制の整備に関する事項 
(4) その他自転車の活用を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 
3 知事は、基本計画を定めるに当たっては、県民及び事業者の意見を反映することができるよう適切

な措置を講じなければならない。 
4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
5 前 2 項の規定は、基本計画の変更について準用する。 
(実施状況の公表) 
第 8 条 知事は、毎年、基本計画に基づく施策の実施状況を公表するものとする。 
(施策の推進等に係る体制の整備) 
第 9 条 県は、基本計画に基づく施策を推進するための体制を整備するものとする。 
 
第 3 章 自転車の活用の推進に関する基本的施策 
(自転車通行空間の整備) 
第 10 条 県は、国及び市町村と連携して、歩行者並びに自転車及び自動車等を利用する者が互いに安

全で安心して通行することができる自転車通行空間(自転車が通行するための道路又は道路の部分を
いう。)の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(自転車を活用した健康の増進) 
第 11 条 県は、国及び市町村その他関係団体と連携して、幅広い年齢層における自転車を活用したス

ポーツを振興し、県民の健康の増進を図るため、県民が安全かつ快適に自転車を利用することができ
る環境の整備その他必要な措置を講ずるものとする。 
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(自転車を活用した観光地域づくり等) 
第 12 条 県は、国及び市町村、観光に関する事業を行う者、公共交通に関する事業を行う者その他関

係団体と連携して、県民、観光旅行者等が自転車を利用しやすい環境の整備その他必要な措置を講ず
るものとする。 

(自転車交通安全教育) 
第 13 条 県は、県民に対し、自転車の安全かつ適正な利用に関する教育(次項において「自転車交通安

全教育」という。)を行うものとする。 
2 学校(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定する学校(幼稚園を除く。)、同法第 124 条

に規定する専修学校及び同法第 134 条第 1 項に規定する各種学校をいう。)の⾧は、その児童、生徒
又は学生が自転車を安全かつ適正に利用することができるよう、その発達段階に応じた自転車交通安
全教育を行うよう努めるものとする。 

(自転車損害賠償保険等への加入等) 
第 14 条 自転車を利用する者及び自転車の貸付を業とする者その他自転車を事業の用に供する者は、

自転車の利用に係る事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済(次項及び次条第 2 項にお
いて「自転車損害賠償保険等」という。)への加入に努めるものとする。 

2 自転車の小売を業とする者は、自転車を購入しようとする者に対し、自転車損害賠償保険等への加入
の必要性に関する啓発及び自転車損害賠償保険等に関する情報の提供に努めるものとする。 

(県民等への情報提供等) 
第 15 条 県は、自転車の活用の推進に関する意識の高揚を図るため、県民及び事業者並びに観光旅行

者等に対し、市町村、関係団体等と連携して、自転車の活用の推進に関する情報の提供、普及啓発そ
の他の必要な措置を講ずるものとする。 

2 県は、自転車を利用する者及び自転車の貸付を業とする者その他自転車を事業の用に供する者の自
転車損害賠償保険等への加入を促進するため、市町村、関係団体等と連携して、自転車損害賠償保険
等に関する情報の提供、普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(県民等への支援) 
第 16 条 県は、県民、事業者又は関係団体等が行う自転車の活用の推進に関する取組に対し、必要な

支援を行うよう努めるものとする。 
2 県は、市町村が自転車の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施しようとする場合には、情報の

提供、助言その他必要な支援を行うものとする。 
 
第 4 章 財政措置等 
(財政上の措置) 
第 17 条 県は、自転車の活用の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう

努めるものとする。 
(細則) 
第 18 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 
附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
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３）自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 

（昭和五十五年法律第八十七号） 
（目的） 
第一条 この法律は、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確

保、自転車等の駐車対策の総合的推進等に関し必要な措置を定め、もつて自転車の交通に係る事故の
防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、あわせ
て自転車等の利用者の利便の増進に資することを目的とする。 

（定義） 
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 自転車 道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第十一号の二に規定する自転車
をいう。 

二 自転車等 自転車又は原動機付自転車（道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転
車をいう。）をいう。 

三 自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。 
四 道路 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に

供するその他の場所をいう。 
五 道路管理者 道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。 

（国及び地方公共団体の責務） 
第三条 国及び地方公共団体は、第一条の目的を達成するため、自転車の安全利用の促進及び自転車等

の駐車対策の総合的推進に関する全般的な施策が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなけ
ればならない。 

（良好な自転車交通網の形成） 
第四条 道路管理者は、自転車の利用状況を勘案し、良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車

道、自転車歩行者道等の整備に関する事業を推進するものとする。 
２ 都道府県公安委員会は、自転車の利用状況を勘案し、良好な自転車交通網を形成するため、自転車

の通行することのできる路側帯、自転車専用車両通行帯及び自転車横断帯の設置等の交通規制を適切
に実施するものとする。 

３ 道路管理者、都道府県警察等は、自転車交通網の形成と併せて適正な道路利用の促進を図るため、
相互に協力して、自転車の通行する道路における放置物件の排除等に努めるものとする。 

（自転車等の駐車対策の総合的推進） 
第五条 地方公共団体又は道路管理者は、通勤、通学、買物等のための自転車等の利用の増大に伴い、

自転車等の駐車需要の著しい地域又は自転車等の駐車需要の著しくなることが予想される地域におい
ては、一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置に努めるものとする。 

２ 鉄道事業者は、鉄道の駅の周辺における前項の自転車等駐車場の設置が円滑に行われるように、地
方公共団体又は道路管理者との協力体制の整備に努めるとともに、地方公共団体又は道路管理者から
同項の自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、その事業との調整に努め、鉄道用地の譲渡、
貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければなら
ない。ただし、鉄道事業者が自ら旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置する場合は、この
限りでない。 

３ 官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊
技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その
施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置す
るように努めなければならない。 
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４ 地方公共団体は、商業地域、近隣商業地域その他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定め
る区域内において百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさ
せる施設で条例で定めるものを新築し、又は増築しようとする者に対し、条例で、当該施設若しくは
その敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができる。 

５ 都道府県公安委員会は、自転車等駐車場の整備と相まつて、歩行者及び自転車利用者の通行の安全
を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。 

６ 地方公共団体、道路管理者、都道府県警察、鉄道事業者等は、駅前広場等の良好な環境を確保し、
その機能の低下を防止するため、必要があると認めるときは、法令の規定に基づき、相互に協力して、
道路に駐車中の自転車等の整理、放置自転車等（自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等
であつて、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にある
ものをいう。以下同じ。）の撤去等に努めるものとする。 

第六条 市町村⾧は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要があると
認める場合において条例で定めるところにより放置自転車等を撤去したときは、条例で定めるところ
により、その撤去した自転車等を保管しなければならない。 

２ 市町村⾧は、前項の規定により自転車等を保管したときは、条例で定めるところによりその旨を公
示しなければならない。この場合において、市町村⾧は、当該自転車等を利用者に返還するため必要
な措置を講ずるように努めるものとする。 

３ 市町村⾧は、第一項の規定により保管した自転車等につき、前項前段の規定による公示の日から相
当の期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な
費用を要するときは、条例で定めるところにより、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管
することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することが
できないと認められるときは、市町村⾧は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。 

４ 第二項前段の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第一項の規定により保管した
自転車等（前項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。）を返還することができ
ないときは、当該自転車等の所有権は、市町村に帰属する。 

５ 第一項の条例で定めるところによる放置自転車等の撤去及び同項から第三項までの規定による自転
車等の保管、公示、自転車等の売却その他の措置に要した費用は、当該自転車等の利用者の負担とす
ることができる。この場合において、負担すべき金額は、当該費用につき実費を勘案して条例でその
額を定めたときは、その定めた額とする。 

６ 都道府県警察は、市町村から、第一項の条例で定めるところにより撤去した自転車等に関する資料
の提供を求められたときは、速やかに協力するものとする。 

（総合計画） 
第七条 市町村は、第五条第一項に規定する地域において自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推

進するため、自転車等駐車対策協議会の意見を聴いて、自転車等の駐車対策に関する総合計画（以下
「総合計画」という。）を定めることができる。 

２ 総合計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 総合計画の対象とする区域 
二 総合計画の目標及び期間 
三 自転車等駐車場の整備の目標量及び主要な自転車等駐車場の配置、規模、設置主体等その整備に

関する事業の概要 
四 第五条第二項の規定により自転車等駐車場の設置に協力すべき鉄道事業者（以下「設置協力鉄道

事業者」という。）の講ずる措置 
五 放置自転車等の整理、撤去等及び撤去した自転車等の保管、処分等の実施方針 
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六 自転車等の正しい駐車方法の啓発に関する事項 
七 自転車等駐車場の利用の調整に関する措置その他自転車等の駐車対策について必要な事項 

３ 総合計画は、都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたもので
なければならない。 

４ 市町村は、総合計画を定めるに当たつては、第二項第三号に掲げる事項のうち主要な自転車等駐車
場の整備に関する事業の概要については当該自転車等駐車場の設置主体となる者（第五条第四項の規
定に基づく条例で定めるところにより自転車等駐車場の設置主体となる者を除く。）と、第二項第四号
に掲げる事項については当該事項に係る設置協力鉄道事業者となる者と協議しなければならない。 

５ 市町村は、総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
６ 前各項の規定は、総合計画の変更について準用する。 
７ 総合計画において第二項第三号の主要な自転車等駐車場の設置主体となつた者及び同項第四号の設

置協力鉄道事業者となつた者は、総合計画に従つて必要な措置を講じなければならない。 
（自転車等駐車対策協議会） 
第八条 市町村は、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところ

により、自転車等駐車対策協議会（以下「協議会」という。）を置くことができる。 
２ 協議会は、自転車等の駐車対策に関する重要事項について、市町村⾧に意見を述べることができる。 
３ 協議会は、道路管理者、都道府県警察及び鉄道事業者等自転車等の駐車対策に利害関係を有する者

のうちから、市町村⾧が指定する者で組織する。 
４ 前項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市町村の条例で定める。 
（自転車等駐車場の構造及び設備の基準） 
第九条 一般公共の用に供される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、

周辺の土地利用状況及び自転車等の駐車需要に適切に対応したものでなければならない。 
２ 国は、前項の自転車等駐車場の安全性を確保するため、その構造及び設備に関して必要な技術的指

針を定めることができる。 
（都市計画等における配慮） 
第十条 道路、都市高速鉄道、駐車場その他駅前広場の整備に関連する都市施設に関する都市計画その

他の都市環境の整備に関する計画は、当該地域における自転車等の利用状況を適切に配慮して定めな
ければならない。 

（交通安全活動の推進） 
第十一条 国及び地方公共団体は、関係機関及び関係団体の協力の下に、自転車の安全な利用の方法に

関する交通安全教育の充実を図るとともに、自転車の利用者に対する交通安全思想の普及に努めるも
のとする。 

（自転車等の利用者の責務） 
第十二条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぼさ

ないようにする等自転車の安全な利用に努めなければならない。 
２ 自転車等を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努め

なければならない。 
３ 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより

都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録（以下「防犯登録」という。）を受けなければならな
い。 

（自転車の安全性の確保） 
第十三条 国は、自転車について、その利用者等の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必

要な品質の基準を整備すること等により、その安全性を確保するための措置を講ずるものとする。 



83 

（自転車製造業者等の責務） 
第十四条 自転車の製造（組立を含む。以下同じ。）を業とする者は、その製造する自転車について、前

条に定める基準の遵守その他の措置を講ずるとともに、欠陥による損害のてん補の円滑な実施に必要
な措置を講ずる等安全性及び利便性の向上に努めなければならない。 

２ 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検
の必要性等の自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、防犯登録の勧奨並びに自転
車の点検及び修理業務の充実に努めなければならない。 

３ 国は、自転車の製造を業とする者及び自転車の小売を業とする者に対し、前二項の規定の施行に必
要な指導及び助言その他の措置を講じなければならない。 

（国の助成措置等） 
第十五条 国は、予算の範囲内において、地方公共団体が都市計画事業として行う自転車等駐車場の設

置に要する費用のうち、施設の整備に要する費用及び用地の取得に要する費用の一部を補助すること
ができる。 

２ 国は、地方公共団体が一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置に要する経費に充てるために
起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す
限り、特別の配慮をするものとする。 

３ 国は、前二項に定めるもののほか、地方公共団体が実施する自転車に係る道路交通環境の整備、交
通安全活動の推進その他の自転車の安全利用に関する施策及び自転車等駐車場の整備に関する施策が
円滑に実施されるよう助成その他必要な配慮をするものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、民営自転車等駐車場事業の育成を図るため、当該事業を行う者で必要と認
めるものに対し、資金のあつせんその他必要な措置を講ずるものとする。 

５ 国は、地方公共団体が設置する一般公共の用に供される自転車等駐車場の用に供するため必要があ
ると認めるときは、当該地方公共団体に対し、国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）及び道路
法で定めるところにより、普通財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。 

附 則 
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則 （平成五年一二月二二日法律第九七号） 
１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
２ 改正後の第十二条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に新たに利用する自転車について適用

し、この法律の施行の日前から利用している自転車については、なお従前の例による。 
３ 国家公安委員会規則で定める種類の自転車及び都道府県公安委員会の指定する市町村の区域以外の

地域において利用する自転車に係る防犯登録については、改正後の第十二条第三項の規定にかかわら
ず、改正前の第九条第三項の規定の例による。 

 
 

４）富山市自転車の放置の防止に関する条例 

(平成１７年４月１日 富山市条例第１２８号) 
（目的） 
第１条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭

和５５年法律第８７号。以下「法」という。）の規定に基づき、公共の場所における自転車の放置を防
止することにより、市民の良好な生活環境を確保するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与する
ことを目的とする。 
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（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定 
めるところによる。 

(1) 自転車 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１１号の２に規定する自転車
をいう。 

(2) 放置 自転車の利用者又は所有者（以下「利用者等」という。）が当該自転車から離れ、直ちに
移動させることができない状態をいう。 

(3) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車の駐車のための施設をいう。 
(4) 公共の場所 道路、駅前広場、公園その他の公共の用に供する場所をいう。 

（市の責務） 
第３条 市は、この条例の目的を達成するため、公共の場所における自転車の放置の防止に関し必要な

施策の実施に努めるものとする。 
（市民の責務） 
第４条 市民は、公共の場所において自転車を放置しないよう努めるとともに、市の実施する施策に協

力しなければならない。 
２ 市民は、自転車を利用するに当たっては、当該自転車について防犯登録を受けるとともに、当該自

転車に住所、氏名等を明記するよう努めなければならない。 
（鉄道事業者等の責務） 
第５条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客のために必要な自転車駐車場の設置に

努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。 
２ 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊戯場等自

転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場
の設置に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。 

（自転車の小売を業とする者の責務） 
第６条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車を購入する者に対し防

犯登録を受けること、及び当該自転車に住所、氏名等を明記することを勧奨するように努めなければ
ならない。 

（放置禁止区域の指定等） 
第７条 市⾧は、自転車の放置により市民の良好な生活環境が阻害され、又はそのおそれがあると認め

られる公共の場所を自転車放置禁止区域（以下「放置禁止区域」という。）として指定することができ
る。 

２ 市⾧は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ、第１４条第１項
に規定する富山市放置自転車対策審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 市⾧は、第１項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。 
４ 市⾧は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更すること

ができる。 
５ 第２項及び第３項の規定は、放置禁止区域の指定の解除又はその区域の変更について準用する。 
（自転車の放置の禁止） 
第８条 自転車の利用者等は、放置禁止区域内において自転車を放置してはならない。 
（自転車の放置に対する措置） 
第９条 市⾧は、放置禁止区域内において自転車が放置されているときは、当該自転車の利用者等に対

し、当該自転車を自転車駐車場その他適切な場所に移動すべきことを命ずることができる。 
２ 市⾧は、前項の規定による命令をしたにもかかわらず、なお当該自転車が放置されているとき、又
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は同項の放置されている自転車の周辺に当該自転車の利用者等がいないため同項の規定による命令を
することができないときは、当該自転車を撤去することができる。 

第１０条 市⾧は、放置禁止区域以外の公共の場所において、自転車の放置により市民の良好な生活環
境が阻害されていると認められるときは、当該自転車の利用者等に対し、当該自転車を放置しないよ
う指導することができる。 

２ 市⾧は、前項の規定による指導をしたにもかかわらず、なお相当の期間当該自転車が放置されてい
るときは、当該自転車を撤去することができる。 

（撤去した自転車の保管） 
第１１条 法第６条第１項の規定による撤去した自転車の保管は、所定の保管場所において、当該自転

車に係る盗難等の事故の発生を防止するための必要な措置を講じて行うものとする。 
（保管している旨の公示） 
第１２条 法第６条第２項の規定による公示は、規則で定める事項を富山市公告式条例（平成１７年富

山市条例第２９号）に規定する掲示場に掲示して行うものとする。 
（費用の負担） 
第１３条 法第６条第５項の規定により、第９条第２項又は第１０条第２項の規定による自転車の撤去

及び法第６条第１項の規定による自転車の保管に要した費用は、当該自転車の利用者等の負担とする。
ただし、市⾧が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の費用の額は、自転車１台につき、１，５００円とする。 
（放置自転車対策審議会） 
第１４条 市⾧の諮問に応じ、放置禁止区域の指定、指定の解除及びその区域の変更並びに公共の場所

における自転車の放置の防止に関する必要な施策について審議するため、富山市放置自転車対策審議
会（以下この条において「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、委員１５人以内で組織する。 
３ 委員は、学識経験を有する者、関係機関の職員その他市⾧が必要と認める者のうちから市⾧が委嘱

する。 
４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 
５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 
（委任） 
第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
附 則 
（施行期日） 
１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の富山市自転車の放置の防止

に関する条例（平成元年富山市条例第３６号）、大沢野町自転車等の放置防止に関する条例（平成１３
年大沢野町条例第５号）、大山町自転車駐車場条例（平成８年大山町条例第１９号）又は婦中町自転車
駐車場条例（平成６年婦中町条例第２２号）（次項においてこれらを「合併前の条例」という。）の規
定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみ
なす。 

３ 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により撤去し、又は移送した自転車等の措置及び費用の
徴収については、なお合併前の条例の例による。 
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５）富山市自転車の放置の防止に関する条例施行規則 

(平成１７年４月１日 富山市規則第６５号) 
（趣旨） 
第１条 この規則は、富山市自転車の放置の防止に関する条例（平成１７年富山市条例第１２８号。以

下「条例」という。）第１５条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
（自転車放置禁止区域標識等の設置） 
第２条 市⾧は、条例第７条第１項の規定により自転車放置禁止区域を指定したときは、当該自転車放

置禁止区域内に自転車放置禁止区域標（様式第１号）及び自転車放置禁止区域の区域図を設置するも
のとする。 

（保管台帳） 
第３条 市⾧は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和５

５年法律第８７号。以下「法」という。） 
第６条第１項の規定により保管した自転車（以下「保管自転車」という。）について、放置自転車保管台

帳を作成するものとする。 
（保管自転車に係る公示事項） 
第４条 条例第１２条の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 保管自転車の型式、塗色、防犯登録番号その他当該自転車を特定する事項 
(2) 保管自転車が放置されていた場所及び当該自転車を撤去した日時 
(3) 保管自転車の保管場所及び返還取扱時間 
(4) 前各号に掲げるもののほか、保管自転車を返還するため必要と認められる事項 

（保管自転車の返還） 
第５条 市⾧は、保管自転車を当該利用者又は所有者（以下「利用者等」という。）に返還するため、放

置自転車返還通知書・受領書（様式第 2 号）により通知するものとする。 
２ 利用者等は、保管自転車の返還を受けようとするときは、放置自転車返還通知書・受領書を提出す

るとともに、当該自転車の鍵、住所及び氏名を証する書類その他利用者等であることを証するものを
提示しなければならない。 

（会⾧） 
第６条 条例第１４条の富山市放置自転車対策審議会（以下「審議会」という。）に会⾧を置き、委員の

互選によってこれを定める。 
２ 会⾧は、会務を総理し、審議会を代表する。 
３ 会⾧に事故があるとき、又は欠けたときは、会⾧があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 
（会議） 
第７条 審議会は、会⾧が招集し、その会議の議⾧となる。 
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議⾧の決するところによる。 
（庶務） 
第８条 審議会の庶務は、市民生活部生活安全交通課において処理する。 
（運営） 
第９条 前３条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会⾧が審議会に諮って定める。 
附 則 
（施行期日） 
１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 
２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市自転車の放置の防止に関する条例施行規則（平

成元年富山市規則第５０号）、大沢野町自転車等の放置防止に関する条例施行規則（平成１３年大沢野
町規則第８号）又は大山町自転車駐車場条例施行規則（平成９年大山町規則第１０号）の規定（以下
「合併前の規則」という。）によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定により
なされたものとみなす。 

３ この規則の施行の日に現に存する合併前の規則による様式は当分の間、適宜修正の上使用すること
ができる。 
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６）富山市自転車駐車場の附置等に関する条例 

（平成２８年３月２５日 富山市条例第３７号） 
（目的） 
第１条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭

和５５年法律第８７号。以下「法」という。）第５条第４項の規定に基づき、自転車の大量の駐車需要
を生じさせる施設における自転車駐車場の附置及び管理について必要な事項を定めることにより、市
民の快適な生活環境の確保並びに都市機能の維持及び増進を図り、もって良好な都市環境の形成に資
することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 自転車 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１１号の２に規定する自転車
をいう。 

(2) 自転車駐車場 自転車の駐車のための施設をいう。 
(3) 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物（同法第８５

条に規定する仮設建築物を除く。）をいう。 
（指定区域） 
第３条 法第５条第４項の条例で定める区域（以下「指定区域」という。）は、都市計画法（昭和４３年

法律第１００号）第８条第１項第１号の商業地域とする。 
（建築物の新築の場合の自転車駐車場の附置） 
第４条 指定区域内において、別表に定める用途に供する建築物で、同表に定める用途に供する部分の

面積を合計した面積（道路交通法第２条第１項第９号に規定する自動車の駐車のための施設及び自転
車駐車場の用途に供する部分の床面積を除く。以下「延べ面積」という。）が１，０００平方メートル
を超えるものを新築しようとする者は、延べ面積に対して２５０平方メートルまでごとに１台分以上
の規模を有する自転車駐車場を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。 

２ 別表に定める建築物の用途の範囲は、規則で定める。 
（建築物の増築の場合の自転車駐車場の附置） 
第５条 指定区域内において、別表に定める用途に供する建築物で、延べ面積が１，０００平方メート

ルを超えるものについて増築し、又は当該規模を超えることとなる建築物の増築をしようとする者は、
当該増築の工事の完了後の建築物を新築しようとしたならば前条の規定により算定されることとなる
必要台数から、現に存する当該建築物に係る自転車駐車場に駐車をすることができる台数を減じた台
数以上の規模を有する自転車駐車場を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならな
い。 

（地域の認定） 
第６条 建築物の敷地が、指定区域の内外にわたるときは、当該敷地の過半の敷地が属する地域に当該

建築物があるものとみなす。 
（自転車駐車場の構造及び設備） 
第７条 第４条又は第５条の規定により附置する自転車駐車場は、駐車の用に供する部分の規模が駐車

台数１台につき、幅０．６メートル以上、奥行１．９メートル以上とし、利用者の安全が確保され、
かつ、自転車が有効に駐車できるものでなければならない。 

２ 特殊の装置を用いる自転車駐車場で、自転車を効率的に駐車させることができると市⾧が認めるも
のについては、前項の規定は、適用しない。 
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（自転車駐車場の附置の届出） 
第８条 第４条又は第５条の規定により自転車駐車場を附置しようとする者は、自転車駐車場の位置、

規模等を市⾧に届け出なければならない。届出事項を変更しようとする場合も、同様とする。 
（適用の除外） 
第９条 この条例の施行の日以後新たに指定区域となった区域内において、指定区域となった日から起

算して６月を経過した日前に建築物の新築又は増築の工事に着手した者については、第４条及び第５
条の規定は、適用しない。 

（自転車駐車場の管理） 
第１０条 第４条又は第５条の規定により附置された自転車駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車

駐車場をその目的に適合するよう管理しなければならない。 
（立入検査等） 
第１１条 市⾧は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、建築物若しくは自転車駐車場

の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に立入検査をさせることがで
きる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった
ときは、これを提示しなければならない。 

（措置命令） 
第１２条 市⾧は、第４条、第５条若しくは第７条の規定に基づく附置の基準に適合せず、又は自転車

駐車場の管理が第１０条の規定に違反していると認めるときは、当該建築物又は自転車駐車場の所有
者又は管理者に対して、当該違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

（罰則） 
第１３条 前条の規定による市⾧の命令に従わなかった者は、１０万円以下の罰金に処する。 
２ 第１１条第１項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、３万円以下の罰金に処する。 
（両罰規定） 
第１４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
同条の罰金刑を科する。 

（委任） 
第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
附 則 
（施行期日） 
１ この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。 
（適用区分） 
２ この条例の規定は、この条例の施行の日以後に建築物の新築又は増築の工事に着手した者について

適用する。 
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別表（第４条、第５条関係） 
建築物の用途 遊技場 

小売店舗・コンビニエンスストア 
飲食店・カラオケボックス 
レンタルビデオ店 
スポーツ施設 
官公署 
銀行 
郵便局 
学校施設 
映画館・劇場 
病院・診療所 
共同住宅等建築物 
事務所 

 

 

７）富山市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則 

（平成２８年３月３１日 富山市規則第２９号） 
（趣旨） 
第１条 この規則は、富山市自転車駐車場の附置等に関する条例（平成２８年富山市条例第３７号。以

下「条例」という。）第１５条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 
（建築物の用途の範囲） 
第２条 条例第４条第２項の規定により規則で定める建築物の用途の範囲は、次の各号に掲げる建築物

の用途に応じ、当該各号に定める用途の範囲とする。 
(1) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律１２２号）第２条

第１項第７号又は第８号に規定する営業を行うための施設 
(2) 小売店舗・コンビニエンスストア 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第

１項に規定する小売業その他これに類する営業を行うための施設 
(3) 飲食店・カラオケボックス 飲食店、カラオケボックス、料理店その他これらに類する施設 
(4) レンタルビデオ店 映画、音楽その他これらに類するものを記録したビデオテープその他の記

録媒体を貸し付け、店舗外に持ち出させる営業を行うための施設 
(5) スポーツ施設 体育館、陸上競技場、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する

施設 
(6) 官公署 警察署、税務署、地方公共団体の庁舎、図書館、美術館、博物館、集会場その他これら

に類する施設 
(7) 銀行 信用金庫法（昭和２６年法律第２３８号）第２条に規定する金庫の事業又は銀行法（昭和

５６年法律第５９号）第２条第２項に規定する銀行業を行うための施設であって店舗部分を有する
もの 

(8) 郵便局 郵便法（昭和２２年法律第１６５号）の規定により行う郵便の業務（簡易郵便局法（昭
和２４年法律第２１３号）第２条に規定する郵便窓口業務を含む。）の用に供する施設 



93 

(9) 学校施設 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校、子ども・子育て支援
法（平成２４年法律第６５号）第７条第４項に規定する教育・保育施設、学習塾その他これらに類
する施設 

(10) 映画館・劇場 映画館、劇場、演芸場、観覧場、公会堂その他これらに類する施設 
(11) 病院・診療所 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院、同条

第２項に規定する診療所、整体施設その他これらに類する施設 
(12) 共同住宅等建築物 共同住宅、⾧屋その他これらに類する施設 
(13) 事務所 事務室その他これに類する施設 

（自転車駐車場の設置等の届出） 
第３条 条例第８条の規定による届出は、自転車駐車場設置（変更）届（様式第１号）に別表に掲げる

書類を添えて行うものとする。 
２ 前項の届出書及び添付書類の提出部数は、２通とする。 
３ 前２項の規定は、既に届け出た事項を変更しようとする場合について準用する。 
（立入検査証） 
第４条 条例第１１条第２項の身分を示す証明書は、立入検査証（様式第２号）とする。 
（措置命令） 
第５条 条例第１２条の規定による措置の命令は、措置命令書（様式第３号）により行うものとする。 
附 則 

この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。 
 
別表（第３条関係） 

区分 書類 記載事項 

自転車駐車場 

付近見取図 方位、道路、目標となる物件及び位置並びに建築物との距離 

配置図 
縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地
に接する道路の位置及び幅員 

各階平面図 縮尺、方位、間取り及び規模並びに自転車駐車場内外の通路及び幅員 

建築物 
配置図 

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地
に接する道路の位置及び幅員 

各階平面図 縮尺、方位、間取り及び各階の用途 
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資料５ 富山市営の駐輪場 
【富山市営の駐輪場収容台数一覧】 

No 設置場所 収容台数（台） 

1 富山駅（駅南第１（CiC 前広場地下））（Ｈ28～） 629 
2 富山駅（駅南第２（新幹線高架下）） 360 
3 富山駅（駅北） 470 
4 富山駅（東暫定自転車駐車場） 130 
5 あいの風とやま鉄道 東富山駅 第１自転車駐車場 200 
6 あいの風とやま鉄道 東富山駅 第２自転車駐車場 322 
7 あいの風とやま鉄道 東富山駅 第３自転車駐車場 120 
8 あいの風とやま鉄道 水橋駅 333 
9 あいの風とやま鉄道 呉羽駅 245 
10 JR 西日本 西富山駅 164 
11 富山地方鉄道 岩瀬浜駅 24 
12 富山地方鉄道 競輪場前駅 24 
13 富山地方鉄道 東岩瀬駅 24 
14 富山地方鉄道 萩浦小学校前駅 24 
15 富山地方鉄道 蓮町（馬場記念公園前）駅 66 
16 富山地方鉄道 蓮町（馬場公園北側）駅 70 
17 富山地方鉄道 犬島新町駅 32 
18 富山地方鉄道 城川原駅 108 
19 富山地方鉄道 越中中島駅 36 
20 富山地方鉄道 粟島駅 24 
21 富山地方鉄道 下奥井駅 24 
22 富山地方鉄道 奥田中学校前駅 24 
23 富山地方鉄道 稲荷町駅 92 
24 富山地方鉄道 東新庄駅 154 
25 富山地方鉄道 越中荏原駅 138 
26 富山地方鉄道 越中三郷駅 80 
27 富山地方鉄道 不二越駅 46 
28 富山地方鉄道 大泉駅 100 
29 富山地方鉄道 上堀駅 50 
30 富山地方鉄道 開発駅 84 
31 富山地方鉄道 月岡駅 51 
32 富山地方鉄道 小杉駅（小杉第 3 公園内） 25 
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No 設置場所 収容台数（台） 
33 五福公園（富山大学前電停） 36 
34 五福第一（富山大学前電停） 48 
35 ＪＲ笹津駅 120 
36 地鉄上滝駅北（駅舎東西） 33 
37 地鉄上滝駅南東（踏切そば） 15 
38 地鉄上滝駅南西（ﾊﾟｰｸ＆ﾗｲﾄﾞそば） 25 
39 地鉄大庄駅前 108 
40 地鉄有峰口駅前 20 
41 ＪＲ越中八尾駅前（西） 98 
42 ＪＲ越中八尾駅裏（東） 18 
43 ＪＲ東八尾駅 25 
44 ＪＲ速星駅前 370 
45 ＪＲ千里駅 217 
46 ＪＲ婦中鵜坂駅   120 
47 ＪＲ楡原駅 48 
48 総曲輪西自転車駐車場 196 
49 西町・総曲輪ＣＵＢＹ 30 
50 西町自転車等駐車スペース 150 

※その他に、南富山駅や新庄田中駅の自転車駐輪場が、富山地方鉄道において整備されている。また、朝菜
町駅の自転車駐輪場用スペースは、本市が駅敷地内の富山地方鉄道株式会社の土地を借り受け、舗装・整
備。 
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